
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

先日ある研修会の『手話に関する講座』に参加しました。手話は聴覚に障がいの

ある方とのコミュニケーションの手段として使われます。手の動きに加えて表情や

体の動きなど、全身で表現して伝える言語です。講座の後半にグループに分かれて

手話体験を行いました。手話で一生懸命伝え合った内容が相手に理解されたとき、

気持ちが通じ合った満足感でいっぱいになり、音声のない静かな会場のあちこちで

笑顔の輪が広がりました。  

聴覚に障がいのある人は、見た目で分かりにくいため、なかなか理解されないこ

とがあります。声を掛けられても無視してしまったり、話の内容がわからず輪に入

れなかったり、災害時など情報が伝わらず命の危険にさらされる事態も考えられま

す。日常生活で不安を抱え、孤独な思いをしておられる聞こえない人のことを理解

し、共に生きる社会をめざして、昨年 3 月に『三木市共に生きる手話言語条例』

ができたことはご存知の通りです。  

そしてこの 4 月には『障害者差別解消法』が施行されました。障がいのある人

がそのことを理由に権利の侵害や不当な扱いなどあってはならないことです。しか

し現実は、学校の入学を拒否されたりお店への入店を制限されたりと、障がいのな

い人にはない条件などをつけられて差別的な扱いを受けることがあります。『障が

い』とは、目が見えない、歩けないなど、その人がもっている性質から生じるもの

だけを指すのでしょうか。障がいのある人にとって、社会の中にある様々なバリア

（障壁）こそ生活しづらい『障害』なのです。  

この法律の正式名称は『障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律』。障

がいのある人もない人も、互いに、その人らしさを認め合いながら、共に生きる社

会をつくることをめざします。この機会に、一人ひとりが、様々な障がいについて

正しく理解し、考えていきたいものです。  
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№417 4 月号 

お 問 い 合 わ せ  

 

『人権作文集第 45 集』と

『まぁるいココロあった

かメッセージ‘15』のカ

レンダーができました。

掲載作品からのメッセー

ジをぜひ手に取って感じ

ていただきたいと思いま

す。各学校・公民館など

でご覧になれます。詳し

くは総合隣保館までお問

い合わせください。  

人権作文集第 45集 まぁるいココロあったかメッセージカレンダー 
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（１６７） 

性は多様 理解してともに歩みたい 

若佐佳世子 

 
私は小学校の保健室の先生として、子どもたちの心と体の健康に携わっ

ています。折りに触れ、子どもたちに心身の健康に関する様々な話をしま

す。「多様な性」について、人の性別はその人の心が決めるという「性の

ありかた」についても話をしています。それは、みんなちがってみんない

いという思いがあるからです。 

性別は、男と女だけなのでしょうか。男だから女だからということを理

由にして、好きな服装や髪型、好きな色、遊びなど自分が好きだと思うも

のが、他の人から受け入れられなかったらどうでしょうか。 

性は多様で、グラデーションのようであると表現され

ますが、多様な性の中には、性同一性障害（性別違和）

があり、これは生まれた時の性別である「体の性」と、

本人が自覚している「心の性」とが一致しないために、

自分の体に違和感や嫌悪感を覚え、様々な生活場面で苦

しみ、「心の性」に「体の性」を合わせたいと願うなどの

場合につけられる診断名です。生まれた時の性別を自分で決めた人はいま

せん。医師や家族が、外見からあるいは遺伝子などから判断したものです。

性別は第三者が決めるものではなく、自分の心が決めるものではないでし

ょうか。周囲の無理解から、その思いが受け入れられにくいために、自分

は他とは違うからと自信が持てず、家族にすら打ち明けることができずに

深い悩みの中で生きている人が多いのが現状です。 

平成２６年には文部科学省の調査があり、全国で性同一性障害の子ども

が小・中・高校生で６００人を超えることが明らかになりました。しかし、

これは氷山の一角でしかなく、厚生労働省の調査では、自分の性に違和感

を抱いていたり、気づいていても誰にも相談できずにいたりする子どもが

３０人の学級に 1 人か２人いるという結果がでています。そして、この

子どもたちは他と違うという理由から、４４パーセントが「いじめ」を経

験しているという調査もあります。このことから、からかい や いじり、

仲間はずれにあっても誰にも相談できず、「不登校」になる確率が高く、

「自傷行為」や「自殺」の危険性も高くなっています。これは、いのちに

直結する人権問題です。 



そこで、学校で多様な性に対応するため、平成２７年４月末に、文部科

学省から「性同一性障害に係る児童生徒に対するきめ細かな対応の実施に

ついて」という通知が出されました。これによると、子どもが自認する性

別によって学校生活が送れるように、配慮や支援、対応をすることとされ、

制服、髪型、トイレや更衣室、運動部の活動などでの支援の事例が挙げら

れています。 

学校のトイレには、男子トイレと女子トイレ、あるい

は多機能トイレがあっても、そのどれを使うのも遠慮を

したり周りの目が気になったりして、安心して使えない

ため、「授業が始まってからトイレに行っている」「家に

帰るまで我慢している」という子どもも少なくないそう

です。これでは、健康を損なってしまいかねません。学校が安心できる場

所として機能するために、最低限のこととして多機能トイレは誰が使って

もいいということが、すべての人に周知されていることが大切だと思いま

す。また、これまでの慣習で男女に二分してしまっていることが多くあり

ます。例えば、性別で分けない名簿を使っていても男女別に整列すること、

掲示やロッカーなど男女で色分けしていること、制服や水着が男女別であ

ること、グループ分けをする時、本人の意思よりも男女比を優先してしま

うことなどです。 

社会や家庭でも、しぐさや遊び、言葉づかいなども、男の子らしく女の

子らしくという固定観念にとらわれていることも多く、それを子どもに押

し付けている場合も少なくありません。あなたが女の子と思っている子が

「黒いランドセルがほしい」「消防士になりたい」と言ったとき、ためら

いなく「いいね」と言えるでしょうか。あなたが男の子と思っている子が

「ままごとがしたい」「ピンクの服がほしい」と言った時、すぐに「いい

よ」と言えるでしょうか。私たちの周りには多くの不必要な男女分けが潜

んでいます。そこを意識してみる、本当に必要なのかを考えてみることで

人を傷つける場面が減り、誰もが居心地のよい場所にしていけると思うの

です。信頼には認め合うことが不可欠ですし、ありのままの個性を認めら

れることは、とても居心地がいいものです。 

もし、「私の周りには男と女しかいない」と思うなら、あなたが気づか

ないからなのかもしれません。この機会が、多様な個性が尊重される社会

に近づいていくきっかけになればうれしいです。 

 

 

 

【プロフィール】 

三木市立豊地小学校 養護教諭 

兵庫教育文化研究所 男女共生教育部会研究所員 



 

 

 

  
 

 

 

 

【近代医学の基礎を築いた人々】（ 17 分）  

杉田玄白が『ターヘル・アナトミア』という洋書を翻訳し『解体新書』と名づけ世に出したこと

はよく知られています。しかし、そのとき実際に臓器を解剖して見せたのは、当時「穢多」と呼ばれ

差別されてきた人々でした。部落の人々は動物などの死体を処理する仕事を続けてきた結果、人と動

物の内臓を熟知していたのです。大切な命と向き合い、生きてきた人々の知識と技術に敬意を払う２

人の医師の姿があったことを描いた作品です。 

【明治維新と賤民廃止令】（ 18 分）  

この作品は最新の研究をもとに、明治政府が、差別をなくすためでなく、地租改正により税をと

る目的で「賤民廃止令」を出したこと、したがって壬申戸籍に差別的な記載をすることを政府自身が

許可したことなどを、公文書をもとに丁寧に描いています。近代社会においても「部落差別」が存続

した構造を浮かびあがらせている作品です。 

【ここから歩き始める】（ 34 分）  

この作品は、「認知症を共に生きる」をテーマに、高齢者問題を人の幸せと尊厳を守るという人権

の視点をとらえた作品です。認知症の家族の介護をめぐる葛藤と絆の紡ぎなおしを描くことで、高齢

者が人間として誇りを持って生きていく上で大切なことについて考えるきっかけとなる作品です。 

日 曜 催し・講座など 日 曜 催し・講座など

1 金 経営相談 16 土 茶道教室

2 土 17 日

3 日 18 月

4 月 19 火 経営相談

5 火 経営相談 20 水

6 水 21 木 習字教室、手芸教室

7 木 習字教室、茶道教室、手芸教室 22 金 経営相談

8 金 経営相談 23 土

9 土 書を楽しむきらきら教室 24 日

10 日 25 月 歌謡教室

11 月 歌謡教室 26 火 着付教室、経営相談

12 火 着付教室、経営相談 27 水 書を楽しむきらきら教室

13 水 28 木

14 木 29 金 昭和の日

15 金 経営相談 30 土

 

【人権に関する記念日等】（４月）  
２日   世界自閉症啓発デー  
    2007年の国連総会で、カタール王国王妃

の提案により決議。 
２～８日 発達障害啓発週間  
    自閉症をはじめとする発達障害につい

て正しく理解してもらうために設けた。 
２９日  国際盲導犬の日  
    1989 年に国際盲導犬学校連盟が制定。 

★手芸・歌謡教室：午後 1時 30分～ 

★習字・着付教室：午後 7時 30分～ 

★茶道教室：午前 9時～ （7日：午後５時30分～） 

★経営相談：午前 10時～ 

★子育てキャラバン：午前 10時～ 

★書を楽しむきらきら教室：土曜 午後 1時～ 

             水曜 午後 4時～ 

今回、以下の新しい作品が入りました。学校や
職場、地域での人権研修等にご活用ください。 

新教室生徒募集中 

貸出等に関するお問い合わせは総合隣保館（℡82－8388）まで。 
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さった女

権が ＝気

ことのでき

計算)をする

九」も指を

が苦労して身

を元気づけ

どくだ」と感

を持って生

して生活の

力だ」という

ていく」こ

劣等感」を持

だと感じるこ

ていく元気

民の幸せ

権・同和教

市や町全体

、吉川と

、それぞ

っていいな

＝同和問

た。参加さ

寄せてく

が丘地区人

性の方で

気づきと実

きなかった

るために近

を使って覚

身につけた

けていった

感じるので

生きていく

の中から身

う言葉が心

こともそうで

持たずに「

ことができ

気」をもら

平成 28

せづくり

教育協議会

春川

体を向上さ

と自由が丘

ぞれの地域

な大会」が

問題と私た

されていた

ださいま

人権教育研

です。記念

実行＝ 」

た被差別部落

近所の方から

覚えていった

た「指の九九

たことを聞

でなくて、

くことを学ん

身につけてき

心に残りま

ですが、私

「自信」を持

きました。

らえたように

年５月 

り 

会副会長 

川政信 

させる

丘の方

域で人

が開か

たちの

た老人

ました。 

研究大

念講演

とい

落のお

ら「文

た話を

九」が

聞いて

「同和

んでい

きた知

ました。

私も他

持って

「つら

に思い



うテー

度」の

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 この

が、「身

しによ

ながっ

とが部

ていく

のです

 同和

部落差

道が開

人権学

 

 

 

 

 

  住民

方に対

 また

ること

多く

による

未然防

通知

詳し

本人通

「

が勉強

市にで

係す

 市民

差別な

なく

 同和

と思

全体

くさん

 明

ーマでお話

のことで、

の方は、行

身元調査

よるローン

っているこ

部落差別を

くことに結

す。 

和問題を学

差別をなく

開けてくる

学習を進め

民票の写し

対して、そ

た、事前に

とができ、

くの方がご

る個人の権

防止につな

知を希望す

しくは三木

通知制度と

同和問題

強してい

できてい

る制度だ

民みんな

などの部

していけ

和問題に

っている

の人権侵

んのこと

日、早速

話をしまし

次のよう

行政書士な

に基づく

ン契約」や

ことが分か

をなくし、

結びついて

学習し、差

くすととも

るのです。

めていきま

や戸籍謄本

の交付年月

登録した方

それに基づ

登録いただ

利の侵害の

がります。

る方は、事

市役所市民

とは

は、被差

くことが

たことは

だと思って

が登録し

落差別を

ることを

しても、

と、部落

害や被害

に気づく

ですが本

した。その

うな感想を

など八業士

部落差別

や「違法な

かり、市民

市民への

ていくこと

差別をなく

もに市民全

各地域や

ましょう。

本等を代理

月日や交付

方が交付請

づき、情報

だくことに

の防止を図

 

事前に登録

民課（☎82

差別部落の

が大事だと

は知ってい

ていません

していくこ

をなくして

を初めて知

本人通知

落差別をな

害もなくす

ことがで

本人通知制

の講演の

を聞かせ

士による

別」だけで

な車の取

民みんな

の人権侵

とに気づ

くす取組

全員の人

や学校園

。 

≪プロフ

三木市人

三木市人

元三木市

人や第三者

請求者の種

求者の氏名

の開示を行

より、住民

ることがで

してくださ

2-2000）

の人たちや

とわかりま

いましたが

んでした。

ことで、身

ていけるし

知りました

知制度にし

なくせない

すことがで

できました

制度に家族

中で私が

てくださ

住民票の

でなく、「

得・転売

で登録し

害や被害

くことが

をみんな

権を守り

・職場な

フィール≫

人権尊重の

人権・同和

市立別所中

者に交付し

種別等を郵

名等を知り

行います。

民票の写し

でき、委任

さい。登録

にお問い合

や行政だけ

ました。「

が、自分や

 

身元調査に

し、市民へ

た。 

しても「自

いだけでな

できないん

た。 

族そろって

が説明した

いました

不正取得

成りすま

」等につ

していくこ

をなくし

ができた

で進めて

、みんな

どで今年

≫ 

のまちづくり

和教育協議会

中学校校長 

たとき、事

送でお知ら

たい場合は

 

等の不正請

状の偽造や

費用は無料

合わせくだ

けでなく、

本人通知

や三木市民

による結婚

への人権侵

自分とは関

なく、自分

んだと思い

て登録しま

た「本人通

た。 

得

ま

つ

こ

し

ていくこと

なが幸せに

年もしっか

り審議会委

会副会長、

事前に登録

らせします

は開示請求

請求や不正

や身元調査

料です。 

ださい。 

、市民み

知制度」が

民みんな

婚差別・

侵害や被

関係がな

分自身や

いました

ます。 

通知制

とで、

になる

かりと

委員、

 

した

。 

をす

取得

等の

んな

が三木

に関

就職

害も

い」

市民

。た



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

「し

した。

館文化

‐私の

日

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 
★手芸

★習字

★茶道

★経営

★書を

 土曜

※ 障

加して

しむこ

人権・同

しあわせに生

平成 27 年

化祭記念講演

のひとこと

（数に

曜

日

月

火 憲法記

水 みどり

木 こども

金 経営相

土 茶道教

日

月 歌謡教

火 経営相

水

木 手芸教

金 経営相

土 書を楽

日

芸・歌謡教室

字・着付教室

道教室：午前 

営相談：午前

を楽しむきらき

曜 午後1時

障がいのある方

て、墨遊びや

ことができます

新教室生

同和問題啓発資

生きる№34
年度の「第

演」や、「人

‐から」の

い

や

活

幸

の

館

せ

限りがあり

催し・講

記念日　

りの日

もの日　

相談

教室  

教室

相談

教室   習字教

相談

楽しむきらき

：午後1時3

：午後7時3

9時～  

10時～ 

きら教室  

時～  水曜 

方も、幼児も高

自由な創作活動

す 

生徒募集中 

資料 

4」を発刊

32 回総合

人権フォー

一部を掲載

います。自己

や学習会の教

活用いただけ

幸いです。ご

の方は、総合

館までお問い

せください。

ます）  

講座など

教室

きら教室

30分～ 

30分～ 

午後4時～

高齢者も誰で

動、臨書などを

しま 
隣保 

ーラム 
載して 
己啓発 
教材に 
ければ 
ご希望 
合隣保 
い合わ 

 
    

日

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

も参

を楽

日 曜

6 月

7 火 経営

8 水

9 木 習字

0 金 経営

1 土 茶道

2 日

3 月 歌謡

4 火 経営

5 水 書を

6 木 手芸

7 金 経営

8 土

9 日

0 月

1 火 着付

【人権に
5 日 手話記
   手話が

2003(平
8 日 母の

母への
日本は

15日 国際
   家族関

ために
17日 多様
   1990年

（ＷＨ
たこと

21日 三木市
    前年度

方針等
    対話と

文化の
を呼び

 
 
1～7日 憲法

1950年
式典に
するこ

5～11日 児
厚生省
して1

催し

営相談

字教室

営相談

道教室  

謡教室

営相談

を楽しむきら

芸教室　 習字

営相談

付教室

に関する記
記念日 
が左右の５本指を
平成15)年に日本
日 
の感謝を表す日。
は5月第2日曜日
家族デー15
関連の問題に取り
に、1993年の国連
な性にＹＥ
年5月17日に同
ＨＯ）の精神疾患
とに由来する。 
市人権･同和教育
度の活動をふり返
等を決定するため
と発展のための
の多様性の保護、
びかけるため、2

法週間 
年(昭和25)年の
にあわせ、憲法の
ことを喚起する目
児童福祉週間
省(当時)が児童福
948（昭和23）

し・講座など

らきら教室

字教室

記念日等】（

を使うことから
本デフ協会が制

 
日。 
5 日 
り組む能力を高
連総会で制定。
Ｓの日 

同性愛が世界保健
患リストから削除

教育協議会総会 
返り、今年度の活
めの会。 
の世界文化多様
、文明間の対話
2002年の国連総

の日本国憲法施行
の意義について再
目的で制定。 

間 
福祉法の周知を
年に制定。 

ど

５月）

ら、 
制定。 

高める 
 

健機関 
除され 

会
活動 

様性デー 
話の拡大 
総会で制定。 

行3周年 
再認識 

目的と 



 

 

 

 

 

 

 

当事者とは？ だれ？  

6 月 22 日は、｢らい予防法に

よる被害者の名誉回復及び追悼

の日」です。家族や社会から引き離され、

隔離され、差別されてきたハンセン病元

患者の方たちに、国 (厚生省 )は謝罪しま

した。らい菌の感染力はとても弱く、薬

で簡単に治療できるにもかかわらず、国

は約 90 年にわたる隔離政策を改めませ

んでした。この長年の隔離政策によって、

人々にハンセン病が恐ろしい病気だと

思わせ、差別観念を助長させたのです。 

 戦前戦後、各県では｢無らい県運動｣と

称して｢らい患者｣を強制的に隔離施設

に収容し、自宅を消毒していきました。

人々は｢らい患者｣になると大変だとか、

患者にならなくてよかったと思ったに

違いありません。多くの患者は、家族の

見舞いもなく、家族に迷惑がかかると偽

名を使い、療養所の中で、あらゆる希望

を奪われた人生を送ったのです。  

 「もういいかい  骨になっても  まあ

だだよ」  

 らい予防法廃止から 20 年。法律が廃

止されたから帰郷してもいいかいと聞

けば、まあだだよと、骨になってもまあ

だだよと返ってくる。なぜ元患者が、ふ

るさとの人から｢おかえりなさい｣と歓

迎されないのか？隔離政策が撤廃され、

ふるさとに戻っても居場所がない中で、

療養所で生涯暮らし続ける方が多い現

実。  

私たちは、いったいこの事実をどう考

えればよいのでしょうか。  

私たちは、ややもすると、気の毒な人

たちのために自分が何かをしてあげて

いるという意識で行動しがちです。しか

し、第三者の立場から家族やハンセン病

元患者を見ることが、家族を引き離して

いるとすれば、ハンセン病問題における

当事者とはいったいだれ？と問われて

いると思います。第三者ではなく当事者

として意識し、考え、それはおかしいと

気づき、改善し差別をなくしていく、そ

の意識と行動を自分に問い続けること

が、今、求められていると思います。  

平成 28 年度               
 
 
 
開催時刻  いずれも午後 7： 30～ 9： 30 

第１回  ６月１７日（金）  

演題  いのち、うた、こころ  
―今、求められる人権感覚とは―  

ギターを弾き語りながら曲に  
込められた思いから学びます  

★三木市立教育センターにて 
講師 東播磨地区人権教育研究協議会 

会長 岩田 勝さん 
 

第 2 回  ６月２４日（金）  

演題  部落差別解消に向けて  
学校での人権・同和学習など  
実践から学びます  

★青山公民館にて 

講師 兵庫人権教育研究会 

主宰 桑原  浩さん  

 
第 3 回  ７月１日（金）  

演題  これからの人権啓発  
思いをはせる、めぐらせること  
の大切さを学びます  

★三木市立教育センターにて 

講師 兵庫県人権啓発協会 研修講師  

高田  光裕さん  

[発行・編集 ]     平成 28 年 6 月 1 日発行  
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「一人ひとりを大切に。一人ひとりに

合わせた指導、療育を。」この精神は、

私の教員生活約 40 年間変わることはあ

りませんでした。勤務年数の半分は小学

校で、後の半分は特別支援学校勤務でし

た。退職後、発達支援相談員を経て、今

は社会福祉法人でこどもの療育に携わ

っています。これまで、何を学び感じた

のか改めて振り返ってみても、40年前か

らこの精神は一緒なのです。 

こどもは、小さいころから人として確 

立しています。自分の思いを持っていま 

す。要求もします。拒否もします。それ 

をどう受け止めて、どう伸ばしていくか 

が、私たち大人や指導者が大切にすべき 

事なのです。わかっているけど、なかな 

かできないんですよね。私たちはよかれ 

と思ってやっているのですから。長い間 

こどもたちを指導してきて、「こどもの 

行動にはわけがある」と、私は思えるよ 

うになっていました。こどもにさせるこ 

と、こどもができるようになる事は大切 

ですが、できることにもで

きないことにもみんなわ

けがある。そのわけに思い

をめぐらせ、どんなわけか

見つけることが大切だと

思います。そして、そのわけはこうだと

決め付けないこと、そうだと思っても又

振り返ること、確かめることがとても大

切だと思います 

では、どんなわけがあるのでしょう。 

 

 

 

小さいころから、おしゃべりに長けて

いる子がいました。その子は、話すこと

とすることがちがうことが多く、だから 

「なんでえ」と周りから言われていまし 

た。この子は、ことばは覚えていてもこ 

とばの意味理解がまだなのです。ことば 

どおりに行動に移すのもまだできない 

という発達段階なのです。だから、「こ 

の子は言うばっかりの子」だと思うので 

はなく、「よくおしゃべりができる子」 

だと認めるのがいいのです。そこからの 

スタートでいいのに、ややもすれば「○ 

○ができない子」と、思われてしまうの 

です。 

こう考えると、会話ができない子は、

相手のことばがわかっていないのでな

く、自分の思いを声に出してことばで言

えないだけです。実は、良く聞いている

し、応えています。自分からのアプロー

チもしています。その細やかなところを

私たちが読み取っていくと、どんどんコ

ミュニケーションがとれるようになり

ます。ワーワーと声を出し、声の大きさ

や高さも変わってきます。いっぱい言い

たいことがあるのです。私たちが、その

思いを受け止めていくともっと言いた

いことが増えるのです。 

 また、学校に行けなくなった子がいま

（169）    

社会福祉法人ゆたか会 

こども発達支援センターにじいろ 

児童発達支援管理責任者 

新井幸子 

こどもの行動にはわけがある 
 

  28年6月 



した。周りの大人にとっては、理由がわ

からないとの事でした。学校生活ではお

となしく、何かを嫌がっている様子もな

かったとのことです。でも突然…。わけ

は必ずあります。会話ができるので、本

人から聞く事が一番なのですが、わけを

話せるその環境をまず作ろうとしまし

た。突然学校に行けなくなったといって

も、きっと何かアクションをしていたは

ずなんです。私たちの尺度では、そのわ

けに気づくことができなかったのだと

思います。 

一緒に遊んでいると「僕、もう 90 点

取られへんから学校やめました。」と言

ったそうです。さて、みなさんならどう

しますか？きっと、「90点取れたらいい

やん。私なんか、60点やでー」と言うで

しょう。でも、この子にとっては、90

点が大切なことなんです。だから、そう

なぐさめてもこの子にとってはだめな

んです。学校に行かないわけが 90 点な

ら、「89点でもいいよ。何点でもいいよ。」

という価値観にもっていってあげたら

いいんです。90点の今のままでは暮らし

にくいでしょうから、少しずつ計画的に

支援していくことからスタートしたら

いいのです。 

改めて「こどもの発

達と人権」について考

えてみました。人権と

は一人ひとりが安心し

てくらせることかなあと思います。つま

り「自分らしく生活すること、そしてそ

れを認めあうこと。」だと思います。で

は、一人ひとりを認め合うとはどういう

ことでしょう。一人ひとりをまずは見る。

知る。ということでしょうか。みんない

つも見ているし、知っているはずなんで

すが、ややもすると自分の尺度で見てし

まうのです。ありのままの姿や今の事柄

を事実として見るのはむずかしいもの

だと思います。こどもに対しては今のそ

の子の発達を見る。知る。ということに

なると思います。 

その子、その子をみていく。その子の

発達を知ることが、その子達が生きやす

く、安心できることではないかと思いま

す。こどもの発達を知る。今を知り、次

へスタートする事の大切さ。できないこ

とだけに目を向ける

ことより、今できて

いることから始めて

いけばいいのです。

一人ひとりを大切に、

一人ひとりの今を大

切にこどもを育てていきましょう。認め

てもらえる安心を育てましょう。 

 

 

私は、今こども発達支援センター「に

じいろ」に勤めています。「にじ」って 7

色じゃないのですよね。間に重なってい

ますよね。色々な色が重なり合い、間に

色もあり、一つの「にじ」ができていま

す。こどもたちが皆、カラフルにカラフ

ルでいられるよう、一人ひとりありのま

まの自分でいられるようにと思います。

みなさんもぜひ、こども発達支援センタ

ー「にじいろ」にお立ち寄りください。 

 

 

 

 

 

≪プロフィール≫ 

小学校、養護学校、特別支援学校に勤務、退職後 

１年間三木市健康福祉部障害福祉課 発達支援相

談員を務め、現職に。 

元三木市立別所中学校校長 



 

 

日 曜 催し・講座など 日 曜 催し・講座など

1 水 子育てキャラバン 10:00～ 16 木 習字教室 19:30～

2 木 習字教室 19:30～ 17 金 経営相談 10:00～

3 金 経営相談 10:00～ 18 土 茶道教室 9:00～

4 土 茶道教室  9:00～ 19 日

5 日 20 月

6 月 21 火 経営相談 10:00～

7 火 経営相談 10:00～ 22 水 書を楽しむきらきら教室 16:00～

8 水 23 木 手芸教室 13:30～

9 木 手芸教室 13:30～ 24 金 経営相談 10:00～

10 金 経営相談 10:00～ 25 土

11 土 書を楽しむきらきら教室 13:00～ 26 日

12 日 27 月 歌謡教室 13:30～

13 月 歌謡教室 13:30～ 28 火 着付教室 19:30～・経営相談 10:00～

14 火 着付教室 19:30～・経営相談 10:00～ 29 水

15 水 30 木

 

 

 

 

 

【いわたくんちのおばあちゃん】  
～ぼく、戦争せんけえね～（ 20 分）  

戦争は、人の命を奪う最悪の人権侵害とも 

いえます。このアニメの主人公（寛太）は現 

在の小学生です。寛太は友だちのおばあちゃ 

んの話を聞くうちに、原爆のことや戦争のこ 

とを自分の問題としてとらえ、平和への決意 

をしていきます。（アニメ作品です） 

 

【あなたがあなたらしく  

生きるために】  
性的マイノリティと人権（ 30 分）  

性・セクシュアリティはとても多様です。 

しかし、それをしっかり理解している人はご 

くわずかでしょう。この教材は、性的マイノ 

リティについて人権の視点で理解を深めるの 

が狙いです。入門編としてご活用ください。 

 

 

 
今回、以下の新しい作品が入りました。学校や
職場、地域での人権研修等にご活用ください。 

【人権に関する記念日等】（６月）  
1 日  人権擁護委員の日  
   人権擁護委員法が 1949年 6月 1日に施行され 

たことを記念して制定。 
5 日  世界環境デー  

1972年にスウェーデンで開催された「国連人 
間環境会議」を記念して制定。 

19日 父の日… 6 月第 3 日曜日  
   1909年、アメリカの女性が、男手 1つで自分 

を育ててくれた父を讃えて、父の誕生月であ 
る 6月に礼拝をしてもらったことがきっかけ 
と言われている。 

20日 世界難民の日     
アフリカ統一機構の「アフリカ難民条約」発 
効の日にちなみ、2000年の国連総会で制定。 

22日 らい予防法による被害者の名誉回復及び 
追悼の日 

    ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の 
支給等に関する法律の施行日を記念して制定。   

   
23～29日 男女共同参画週間 

1999（平成 11）年、男女共同参画社会基本法 
が成立した日付を起点とした 1週間。 

☆ 外国人労働者問題啓発月間 
「外国人雇用はルールを守って適正に！」と 
いう趣旨を事業主等に啓発するための月間。 

☆ 男女雇用機会均等月間 
職場における男女の均等な取扱いや女性が活 
躍する社会の実現をめざして設定。 

貸出等に関するお問い合わせは総合隣保館（℡82－8388）まで。 貸出等に関するお問い合わせは総合隣保館（℡82－8388）まで。 



～に思いをめぐらそう 

からかっておもしろがる？… 

子どもの会話でも、大人の話の中でも、人

をからかっておもしろがっている場面はあり

ませんか？そんな場面を見て一緒に笑ってい

るとしたら…。「からかっておもしろがる」テ

レビ番組が多いけれど「いじられキャラ」の

タレントさんは、役柄でテレビの中だけのこ

とと考えねばなりません。「自分たちと違うか 

ら」と、おもしろおかしくからかわれたので

は、からかわれる方はたまったものではあり

ません。 

「そんなつもりじゃなかった」？ 

からかわれ、見下されたら怒
おこ

るでしょう。

しかし、実際には悲しくて悔
くや

しいのに、同じ

ように笑ってこらえたり何も言えなかったり

します。いじめの場面でもあることです。怒

れば、「悪い悪い、ごめんごめん、冗談
じょうだん

だよ。

そんなに怒るなよ。ちょっとからかってみた

だけだよ、差別するつもりじゃないし・・・」

と言い訳をします。

 「『そんなつもりじゃなかった』？それじゃ

あ、私のことをどう思っているの？誰にでも

そんなこと言えるの？初めから私の気持ちな 

平成 28 年度 三木市立総合隣保館 

ど考えていなかったんでしょう？」と言いた 

くなりますよね。つまり、私の「存在」と「気

持ち」に思いをめぐらせてはいないのです。

「差別しないつもり」などなかったのです。 

人権文化を広めよう 

“あらたまったところ”では、「差別しないつ

もり」の意識は強くはたらき、他の人の「存

在と気持ち」を無視する人はいません。しか

し、一歩外に出ると、「あいつは…」とか、女

性や高齢者に「～のくせに」とか「じゃまだ」

というような発言が出てきます。「差別しない」

「人のことに思いをめぐらす」気持ちがはた

らいていないのです。 

 普段の生活の中で、「差別しない」「からか

わない」という気持ちが、意識しなくても自

然にあふれ出る＝生活文化にしたいものです。 

となりの人の「存在と気持ち」を大切に 

誰もが、自分の「存在と気持ち」を大切に

してほしいと思うでしょう。等しく、他の人

の「存在と気持ち」を大切にして、思いをめ

ぐらせてほしいと思います。 

あらゆる人と共にある人権が「人間関係、

社会関係の基本」として「からかいの文化」

ではなく「人権の文化」が、まちのいたると

ころで見られる社会をめざしましょう。

[発行・編集] 平成 28 年 7 月 1 日発行

三木市立総合隣保館  〒673-0501 三木市志染町吉田 823 

 TEL  82-8388    FAX  82-8658   E-mail  jinken@city.miki.lg.jp 

№4207 月号

お問い合わせ

日 時 7月16日（土）申し込みは82-8388へ
8:40 三木市立総合隣保館 出発    
10:30 ツラッティ千本(京都人権史料展示

施設)で講話と見学。千本地域の歴史や
住民参加のまちづくりを通して人権に
ついて学びます。 

12:00 昼食   13:00～15:00 金閣寺見学 
17:00 三木市立総合隣保館 解散

三木市国際交流協会 講座案内

第 1回多文化共生理解講座 
日 時 7 月 9 日(土)13:30～15:30 

場 所 三木市立市民活動センター 

ロシア、オーストラリア、中国などの三木市
の外国人と「異文化交流」をしましょう。 

三木市ユネスコ協会・三木市国際交流協会共催
第２回講演会 
「ミャンマーは今その魅力と課題」 

日 時 7 月 9 日(土)10:00～11:30 

場 所 三木市立中央公民館 



言葉の壁が・・・ 

私は三木市国際交流協会に勤めてお

り、外国人と接する機会があります。

三木市には今、約 1,100 人の外国人が

住んでおられます。多くはアジア諸国か

らの実習生・研修生ですが、国際結婚や

就労のため家族そろってのケースも増

えています。外国人の抱える問題や悩み

は様々ですが、多くの人は言葉の壁に苦

しんでいます。職場でも学校でも地域で

も生活する時に一番困るのは、日本語の

習得なのです。

「易しさ」と「優しさ」を 

こんなエピソードが

あります。｢どうぞお掛

けください｣と声をか

けても外国人は｢…？｣ずっと立ったま

ま。その理由は、“かける”(座る)という

意味が理解できないことだったのです。

さらに“お”がつくことで全く見当がつ

きません。混乱する外国人に対し、詳し

く説明しようとさらに難しい表現を使

ってしまい、お互い疲れ果ててしまいま

す。

このような場合は、｢座ってください」

が伝わりやすい表現なのです。これは、

｢やさしい日本語｣＊です。熟語や方言を

使わず、｢易しさ｣と｢優しさ｣を兼ね備え

たわかり易い日本語です。この｢やさし

い日本語｣が使われると前述のような事

例は軽減するに違いありません。

｢これなんぼやった？｣と聞かれても、

｢これは、いくらでしたか？｣と聞かれて

三木市国際交流協会

事務局長 河越恭子

いるとは分からないですよね。このよう

に考えると、台風による河川の氾濫を伝

える警報｢危険ですので、避難してくだ

さい｣は外国人にとって難しい言葉が多

く、実際の行動に結び付くかが疑問です。

外国の方への日本語指導 

｢こんばんは｣｢あついですね」｢そうです

ね」「げんきですか」｢はい、げんきですよ｣

月曜日の夜、仕事を終えた外国人が集まり、

日本語ボランティアの支援により、日本語

学習が始まります。みんな仕事で疲れてい

るはずなのに、教室に来ると国籍を問わず、

全員が笑顔になります。

三木市国際交流協会では 1996 年からこ

とばの教室「日本語教室」を開講し、その

受講者数は年々増え、2015年度は 70 名を

超えました。その中には、母親とともに学

習する可愛い小学生や熱心に通う中学生

も在籍しており、クラスの潤滑油の役目を

果たしてくれています。また、今年は新た

に外国人の母親を支援するために、午前、

午後のクラスを学校や公民館で開催する

など、ニーズに応じて活動しています。

これらの活動の中で気づいたことを参

考に、行政と共に防災や

ゴミ出し、有事の際の情

報収集など、生活に密着

した学習に取り組むよう

になりました。そこでは、理解に至るまで

外国人同士が助け合う姿も見られ、多様性

の理解も進んでいます。

（1７０）   28年７月 

住みよい街に ～外国人にとっても日本人にとっても～



≪プロフィール≫ 

旺文社児童英語教室講師 企業派遣英会話講師 

神戸市立高校非常勤英語講師 三木市国際交流

協会英会話講師 2010年から現職 

外国人のための生活相談 

一方、学習の機会を持てず、情報が不

足し、深刻な状況にある外国人の存在も

見逃せません。表面化していない問題を

抱え、苦しむ声も聞

かれます。そこで、

外国人が地域社会で

支障なく生活するた

めに「外国人のための生活相談」を開設

しました。相談件数は前年の約２倍の

100 件で、その内容は、日本語学習から

子どもの教育や居住に関するものなど 

多様化しています。例えば、学校では文

化や言葉の違いから生じるいじめや連

絡事項が理解できない保護者、職場では

厳しい就労条件、また、地域では生活ル

ールが理解不十分なため隣人と良好な

関係が築けずに孤立してしまったなど

があります。これらは、外国人だけの問

題ではありません。多くは日本語能力が

不十分ということが一因だと思われま

すが、状況が悪化しないようにボランテ

ィアによる通訳派遣、ジェスチャー付き

の｢やさしい日本語｣で根気よく面談を

重ねて状況改善に繋げています。

外国人の社会参加 

最近では、大学など各方面において

外国人が生活の実情を日本語で話す機

会をいただくことがあり、彼らの社会

参加を実感しています。さらに協会で

は、三木の皆さんに諸外国について知

っていただこうと外国人が母国の紹介

をする機会を設けています。このよう

な活動は、日本人にとっても外国人に

とっても、他国の文化習慣の違いを知

り、ルールが万国共通ではないという

ことを認識する良い機会だと考えます。

心の距離を縮める一歩を 

駅やスーパー、病院などで順番を待つ外

国人、学校の参観や公共の場所でどうすれ

ばよいのか困っている外国人を見かけた

ことはありませんか。その際、皆さんはど

うされますか。積極的に声をかけますか、

それとも、遠巻きに見ていますか。

外国人への支援は特別なことではない

けれども、文化の違いを認めつつ、誰もが

共に支え合い、共に暮らす社会を実現した

いものです。    

｢仲良きことは美しき哉｣武者小路実篤

のこの言葉のようなシンプルな精神で、外

国人との心の距離を縮める一歩を踏み出

してみてはいかがでしょうか。

＊「やさしい日本語｣とは、普通の日本語よりも簡

単で、外国人もわかりやすい日本語。 阪神・淡路

大震災では、多くの外国人も被害を受けたことか

ら、災害発生時に適切な行動をとれるように考え

出されたことばです。

≪弘前大学 人文学部社会言語学研究室≫

外国語での情報提供 

生活ガイド…2013 年度:ポルトガル語版、

2014年度：中国語版、2015 年度：英語版、

2016年度:やさしい日本語版 

ゴミ出しマップ…英

語、中国語、韓国

語、スペイン語

防災ガイド…英語、

中国語、韓国語、

スペイン語



日 曜 催し・講座など 日 曜 催し・講座など

1 金 経営相談 10:00～ 16 土 茶道教室  9:00～

2 土 茶道教室 9:00～ 17 日

3 日 18 月 海の日

4 月 19 火 経営相談 10:00～

5 火 経営相談 10:00～ 20 水

6 水 子育てキャラバン 10:00～ 21 木 習字教室 19:30～

7 木 習字教室 19:30～ 22 金 経営相談 10:00～

8 金 経営相談 10:00～ 23 土

9 土 書を楽しむきらきら教室 13:00～ 24 日

10 日 25 月 歌謡同好会 13:30～夏休み子ども教室

11 月 歌謡同好会 13:30～ 26 火 経営相談 10:00～着付教室 19:30～

12 火 経営相談 10:00～着付教室 19:30～ 27 水 書を楽しむきらきら教室 16:00～

13 水 28 木 手芸教室 13:30～

14 木 手芸教室 13:30～ 29 金 経営相談 10:00～

15 金 経営相談 10:00～ 30 土

31 日

18 日 ネルソン・マンデラ国際デー・・・反アパルトヘイト運動を主導したネルソン・マ
ンデラが闘った[67年]を記念し誰かの幸せのために[67分]の時間を費やす事を提案している。

30 日 兵庫県人権教育研究大会東播磨大会・・・播磨町で開催。

小

学

校

低
学
年

ボタンちゃん        
ひみつのきもちぎんこう   
みずたまのたび      
アリとくらすむし      

ＰＨＰ研究所 
金の星社 
西村書店 
ポプラ社 

小
学
校

中
学
年

二日月           
さかさ町  
木のすきなケイトさん : 砂漠を緑の町にかえた
ある女のひとのおはなし  
コロッケ先生の情熱！古紙リサイクル授業 

そうえん社 
岩波書店 
ＢＬ出版 

佼成出版社 

小
学
校

高
学
年

茶畑のジャヤ  
ワンダー  
ここで土になる  
大村智ものがたり：苦しい道こそ楽しい人生 

鈴木出版 

ほるぷ出版 

アリス館 

毎日新聞出版 

中
学校

ＡＢＣ！曙第二中学校放送部  
白いイルカの浜辺  
生きる： 劉連仁の物語 

講談社 
評論社 
童心社 

高

等

学
校

タスキメシ    
ハーレムの闘う本屋 ：ルイス・ミショーの生涯 
シンドラーに救われた少年 

小学館 
あすなろ書房 
河出書房新社 

【人権に関する記念日等】（７月）

貸出等に関するお問い合わせは総合隣保館（℡82－8388）まで。

課 題 図 書 が 入 り ま し た 



戦争は最大の人権侵害。太平洋戦争の
時の母親の願いがひしひしと伝わる物語
を少し紹介しましょう。(作：大川悦生) 

おかあさんの木 
あるところに、ひとりのおかあさんが

おって、そのおかあさんには、7 人の息
子がおったそうな。息子たちが兵隊にと
られるたんびに、キリの木の苗を一本ず
つ植えて、「一郎、おはよう。」「二郎、
おはよう。」「三郎、おまえも戦地で元気
かいな。ひきょうなまねはせんと、お国
のために、手柄を立てておくれや。」と
言いなさったそうな。 
4 年が過ぎ、キリの木が 5 本に増えた

ころ、一郎が中国大陸で「名誉の戦死」
をとげたと知らされました。お葬式では
涙も見せなかったおかあさんは、一郎の
木にとりすがり、「一郎、一郎、さぞつ
らかったろうね。弾にあたって、どんな
にかいたかったろうね、死にたくなかっ
たろうね。」と泣きなさったそうな。一
郎が戦死してから、おかあさんは変わり
「今だから言うよ。おまえが、お国のお
役に立ててうれしいなんて、ほんとうな
ものか。戦争で死なせるために、おまえ
たちを生んだのではないぞえ。一生けん
めい大きくしたのではないぞえ。」と、
生きている人に話しかけるように、いい
なさった。ある時は、「みんなの息子や、
父さんたちをたくさん死なせ、外国の町
だの村だのをとったって、なんのいいこ
とがあろうかの。早く、戦争やめて仲直
りすればいいに。」とやりきれない思い
で言いなさったそうな。 
やがてキリの木は７本に増えました。

東京や大阪が丸焼けになって大勢の人が
死んで、広島と長崎にはピカドンの原爆
が落とされ、また数え切れんほどの人が
死んで、日本は負けました。一郎に続い
て、二郎は日本軍が全滅した南の島で死
に、三郎は船と一緒に水底に沈み、四郎
はガダルカナルで戦死し、五郎はビルマ
のジャングルで行方不明となり、六郎は
沖縄で死に、七郎は特攻隊で死にました。         
それでも、母親は、「ひとりでいいに、 

ひとりだけでいいに、どうぞ帰してくだ 
されや」と毎日祈り、秋が来てキリの葉 

が落ち始めると、「この大きいのは、二郎の
葉……」と、つぶやきつぶやき、拾いなさ
った。そしてふかい息をしながら「なにも、
お前たちのせいではないぞえ。日本中の、
とうさんやかあさんが弱かったんじゃ、み
んなして、息子を兵隊にはやれん、戦争は
いやだといっしょうけんめいいうておった
ら、こうはならんかったでなあ。」と言いな
さったそうな。 
戦争にまけた年の寒い冬がきました。夜

中に風がコトンと戸を叩けば、「四郎かや、
五郎かや」と起きみなさりもした。けれど
も、だれ一人帰ってこないで一年がすぎま
した。ある日、ビルマのジャングルで行方
不明になっていた五郎が生きて帰ってきま
した。でも、おかあさんは、拾ったキリの
葉を抱き締め、「五郎」の木にもたれたまま
になっていなさった。「おかあさん、おかあ
さん…」とよんでもゆすぶっても、もう、
目はあけてはくださらんかったそうな。 
しばらくして五郎は、おかあさんの思い

出に、甘い実のなるクルミの苗を 1本植え、
大事に育て 20 年の月日が過ぎました。ク
ルミの木は立派に育ち、五郎の子どもたち
は「おばあちゃんのクルミがなった。とう
さん、とろうよね。」と言って、採って食べ
ました。五郎はいつも、おかあさんのおも
いで話を聞かせてやり、子どもらの頭をな
でながら、「おばあちゃんがしてくれたよう
に、わたしは、もう二度と、お前たちのた
めにキリの木を、植えたくはないのだよ。」
と言うのだそうな。 

日時  ８月 21 日（日） 
午後１時３０分～  

（受付：午後１時～） 
場所  三木市文化会館大ホール 

第 1 部「差別をなくする輪をひろげよう」 
市民運動作品優秀賞受賞者表彰 
人権作文優秀賞受賞者朗読 

第 2 部市民によるじんけんメッセージ朗読 
講演 「ファッションモデルよりも車椅子

の今が幸せに思う理由」
講師：ユニバーサルデザイン啓発講師

鈴木 ひとみさん
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戦後七十年の節目となった今年の夏

は、観測史上初の猛暑を記録して、全国

の人々は暑さで苦しめられた。七十年前

の夏はどうだったのだろう。終戦を迎え

た夏は、暑さだけではなく、深い悲しみ

が人々の心身を苦しめたことだろう。戦

争という悲劇から、基本的人権について

考えてみようと思う。 

同居している八十九歳の祖母は、夏に

なると悲しい記憶を語り出す。進行性の

認知症を患っていて、新しい記憶はほと

んど忘れてしまうが、七十年以上も前の

出来事を、詳しく淡々と語るのだ。話の

一つ一つが悲しく、重く伝わって来る。

そして悲しみと恐怖心が、私の中で年々

大きくなっているのを

感じる。 

祖母が生まれたのは、

中国の満州、撫
ぶ

順
じゅん

という

場所で、曽祖父は満州鉄道に勤務して、

外国人の労働者を受け入れ、派遣する部

署の役職に就いていた。家族は役職者用

の社宅に住み、生活環境の整った恵まれ

た暮らしをしていた様だ。曽祖父は仕事

でも中国やロシアなどの外国人と関わ

り、自宅にも身の周りの世話をする外国

人を数名雇っていた。当時満州鉄道で働

いていた外国人の多くは、生活のために

過酷な労働を強いられ、生活の格差は子

供の目でも分かるほどだった。そんな暮 

らしの中で、穏やかで誠実だった曽祖父

は、地位や国籍に関わらず、たくさん有

る物資や食糧は、できるだけ分け合う努

力をしていた。家に出入りしていた外国

人とその家族達にも、食糧や衣類、時に

は薬なども手配し、生活が向上するよう

に、日々心がけていたそうだ。誰に対し

ても平等に接して、平等に生きるチャン

スを与えようと努力した父親が、祖母は

とても誇らしかったという。そして曽祖

父のこの生き方が、終戦の時、祖母の大

家族を救うことに繋がったのだ。 

終戦を迎え、曽祖父が役職に就いてい

たため、祖母達家族は引き揚げまでにか

なりの時間が経過していた。満州を出る

までの日々は、死を覚悟するほど悲惨な

状況で、今でも祖母は全てを話す心境に

ならない。今まで共に生き暮らした中国

やロシアの人々が、敵国の人となって、

家族を苦しめていた。略奪や拉致、殺人、

非道な事を目の当たりにして、戦争がこ

んなにも人々を変えてしまうのかと、悲

しみや恐怖を超えた複雑な感情になって

いたという。しかしその悲惨な状況の中、

祖母の家族を救ってくれたのは、長年家

で雇っていた中国人の人達だった。食糧

を集めてくれたり、危険な生活を陰なが

らサポートして、日本に戻れる様に支え

てくれた。彼らにとっても

命がけの手助けで、最後は、

引き揚げ船までの長い道

のりを、一人も欠けること

なく移動する手配をして、船に乗せてく

（1７１）

「人として生きる」 

28年８月 

第35回全国中学生人権作文コンテスト入賞作品 

内閣総理大臣賞
宮城県 仙台市立第一中学校 ３年 

佐藤 萌（さとうもゆる） 



れたのだ。曽祖父の生き方が、人の心を

動かし、人として大切な心を育てていた

のだと感じる。もし曽祖父が、日頃から

差別的で有ったり、私腹だけを肥やして

いたら、支え、助けてくれる人も無く、

今の私も存在しなかっ

ただろう。 

ここから、大戦中に起

きた様々な人権侵害から、基本的人権の

尊重がどれほど大切な権利なのか、祖母

は身をもって知っているのだ。そして祖

母の話を聞く度に、曽祖父の生き方の様

に、地位や国籍に関係無く、どんな状況

でも守るべきこと、それが人権の尊重で

はないだろうかと私にも理解できる。自

分が人間らしく生きるためにも、まず身

近な人々もそうで有る様に、日々の暮ら

しの中でも心がけて生きていくことが

大切だと思う。戦争という悲劇からは、

何も生まれない。しかし、祖母の体験談

から、私は自然にたくさんの事を学んで

いたと気付かされた。そして、辛い思い

をした祖母の事を、私が支えて守ってあ

げなければという気持ちが一層強くな

った。 

七十年前十九歳だった祖母には、明る

く楽しい青春時代は無かった。その代わ

り、たくましく、辛抱強く生きる力を身

につけた。そして曽祖父の様に、自分に

関わる人達に礼儀正しく、平等に接して、

できるだけ多くの人達が、人間らしく、

自分らしく生きて行ける様に努力して

来た。今現在は病気も進行してしまい、

昔の様なたくましさや強さは失くなっ

てしまった。昼夜が逆転して、不思議な

行動をしてしまったり、同じ話を何十回

も繰り返したり、知らない人が見れば、

壊れてしまった老人にしか見えないと

思う。私もはじめは慣れなくて、どう対

応すればいいのか戸惑い、見て見ぬふり

をした事も有った。しかし、二十四時間

介護している母の姿を見ているうちに、

どう接したら良いのか、自分に出来る事

は何かが分かってきた。どんどん壊れて

いく祖母の人格や要望を受け止めてあ

げる事、そして最後まで人として尊重し

てあげる事が、家族の義務だと気付いた。

一つ一つ失われていく祖母の記憶から、

少しでも悲しみが減る様に願いながら、

今日も同じ話に明るく返事をしてあげ

よう。今日も優しい気持ちで、手を引い

てあげよう。そして祖母の記憶に、私の

笑顔をたくさん残してあげたいと思う。 

審査講評：祖母を通して知る曾祖父の生きた姿

勢。その曾祖父を敬愛した中国の人々のサポー

ト。戦争という、「ひとがひとでなくなる」極限

においても尚、ひとが「ひとであり続ける」こ

との豊かさと深さを考えさせられます。 

この作品は、法務省人権擁護局・全国人権擁

護委員連合会主催「第３５回全国中学生人権作

文コンテスト」（平成２７年度）において、内

閣総理大臣賞を受賞された作品です。 

みなさま、「三木市非核平和都市宣言」はご

存知ですか？ 一部を紹介しましょう。

三木市非核平和都市宣言（平成２２年３月
制定）・・・被爆された皆様や戦争によっ
て尊い命を亡くされた先人、そして多
くのご遺族の深い悲しみに応えること
はもとより、今を生きる全ての人の命
をはじめ豊かな自然と文化を守り、核
兵器のない平和な社会を永遠に引き継
いでいくよう努めてまいります。 

そして、核兵器の不拡散と廃絶を全世
界に向け強く訴え、ここに、三木市は
「非核平和都市宣言」をいたします。 



日 曜 催し・講座など 日 曜 催し・講座など

1 月 16 火

2 火 経営相談10:00～ 17 水

3 水 18 木 習字教室19:30～ 手芸教室13:30～

4 木 習字教室19:30～ 19 金 経営相談10:00～

5 金 経営相談10:00～ 20 土 茶道教室15:30～

6 土 茶道教室15:30～ 21 日 市民じんけんの集い

7 日 22 月                   夏休み子ども教室

8 月 歌謡同好会13:30～ 23 火 経営相談10:00～

9 火 経営相談10:00～ 24 水 書を楽しむキラキラ教室16:00～

10 水 子育てキャラバン10:00～ 25 木 手芸教室13:30～

11 木 山の日 26 金 経営相談10:00～

12 金 経営相談10:00～ 27 土

13 土 書を楽しむキラキラ教室13:00～ 28 日

14 日 29 月 歌謡同好会13:30～

15 月 30 火 経営相談10:00～

31 水

6 日 広島平和記念日 1945(昭和 20)年 8 月 6 日、     
アメリカが投下した原爆により 15～20 万人が 
死亡。被害者を慰霊し、二度と戦争をしない 
という誓いを確かめる日。

6 日 街頭人権啓発「人権尊重のまちづくり推進強 
調月間」にちなみ、市内各地で街頭啓発を行う。

9 日 長崎平和記念日 1945(昭和 20)年 8 月 9 日、 
アメリカが投下した原爆により 7 万 4 千人が 
死亡。被害者を慰霊し、二度と戦争をしない 
という誓いを確かめる日。
世界の先住民の国際デー 1982 年 8 月 9 日
に先住民に関する作業部会が開催された日を 
記念して、先住民族が直面する問題への国際 
的な対応を強化するため、1994 年の国連総会 
で制定。 

12 日 国際青少年デー 1991 年、オーストリアで 
開催された第 1 回「国連システムにおける世界 
青少年フォーラム」に出席した青少年の意見に 
端を発し、2000 年より実施。

15 日 終戦記念日 日本政府は、1945(昭和 20)年 
8 月 15 日に戦争が終わったことを受け、この 
日を「戦没者を追悼し平和を祈念する日」とし 
全国戦没者追悼式を実施。

23 日 奴隷貿易とその廃止を記念する国際デー
大西洋奴隷貿易廃止の重要な要因となった反乱 
（ハイチ革命）が始まった日を記念してユネス 
コが制定。 

【人権に関する記念日等】（８月）

人権教材の貸出等に関するお問い合わせは総合隣保館（℡82－8388）まで。

21 日 市民じんけんの集い
「人権尊重のまちづくり推進

強調月間」の主な事業として、
同和問題をはじめ、あらゆる人
権課題の解決と、市民のみなさ
まの人権意識の高揚を図り、明
るく住みよいまちづくりを進め
るための集いです。 

ぜひ、ご参加ください。 

8月：着付教室は

お休みです

ポスター優秀賞受賞作品

口吉川小 2 年
毛利姫菜さん

平田小６年
堀田栞凪さん

三木中３年
大橋奈津希さん



1923(大正 12)年 9 月 1 日の関東大震

災発生後、「朝鮮人が襲ってくる」「井戸

に毒を入れている」とのうわさが被災地

に広く流れました。この時、神奈川県鶴

見警察署長の大川常吉は、警察に助けを

求めた朝鮮人を命がけで庇護しました。

警察署を包囲する千人の暴徒に対し「井

戸水を持って来い」と言い、その場で飲

んで、朝鮮人の潔白を示し、中国人を含

む 300 人以上を救ったのです。 

大川署長の孫の豊さんは、

「祖父の行動は、そんなにほ

められることなのでしょう

か？暴徒に襲われけがをした朝鮮人た

ちを迫害から守った祖父の行動は、警

察官として当たり前の行動だと思う。

美談としてたたえられる当時の異常な

社会状況にこそ目を向けなければなら

ない。」と語られています。朝鮮人や中

国人を見下した社会背景の中で流言が

広がり、各地の自警団などが多数の朝

鮮人を殺害したのです。 

「近所の文化住宅で在日コリアンの

おじいさんのお葬式があった。葬式には、

親元を離れて世帯を持つ息子や娘が集

まった。夜、その人たちは大声で喧嘩し

ていた。それを聞いた人たちの間には、

『葬式だというのに、財産の取り合いを

している』といったうわさが流れた。し

かし、口論の原因は、残されたおばあさ

んを『私が引き取る』とみんなが言って

喧嘩になっていたということだったの

だ。」この話から、言葉を理解せずに思

い込んでしまう危うさに気づかされま

す。さまざまな差別に関連して、うわさ

が流れることが少なからずあります。う

わさの多くは身近な人か

ら聞かされるため、うわ

さを理屈だけで否定しよ

うとしてもなかなか納得

しにくいものです。 

しかし、世の中には、様々な「うわ

さ」や「思い込み」の危険がひそんで

います。ネット上の情報は正しいの

か？新聞記事の写真は本当に真実を伝

えているのか？一部分を強調している

だけではないのか？何が真実か、疑う

ことも必要です。「これは儲かります」

と誘われても一歩立ちどまって、「そん

なにもうかるのなら、どうして私に教

えるのか」と考える習慣を身につけた

いものです。「うわさ」を安易に信じた

り、うわさを広めたりする事に疑問を

感じることが大切です。

※「思い込み度テスト」…あなたな

らどう答えますか？（答えは最終頁に） 

問１…「○肉○食」とは？  

問２…「一○○中」とは？ 

問３…坂道を、重い荷物を山ほど積ん

だ荷車が登っています。前に引き手、後

ろに押し手がいます。前の引き手に聞く

と「後ろで押しているのは、私の息子で

す。」と答えます。後ろの押し手に聞く

と、「前で引いているのは、私の父では

ありません。」と答えます。 

二人の関係はどういう関係ですか？   
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三木市立総合隣保館  〒673-0501 三木市志染町吉田 823 

 TEL  82-8388    FAX  82-8658   E-mail  jinken@city.miki.lg.jp 

№4229 月号

お問い合わせ



セクハラ（sexual harassment）と

は、職場・学校などで（法的な取決め

があるのは事業主（企業）のみとなり

ます）「性的嫌がらせ」または「相手

の望まない性的言動すべて」です。 

セクシャル・ハラスメントという言

葉は、1970 年代初めにアメリカの女

性週刊誌で造語として使われ始めま

した。日本では、1980 年代半ば以降

に使用されるようになり、1989 年に

セクハラを理由とした国内初の民事

裁判が起こされ、この年「セクシュア

ル・ハラスメント」という言葉が新

語・流行語大賞の新語部門金賞を受賞

し、一般的な言葉となりました。 

 セクハラは２つに分類できます。 

①「対価型」は、職場や学校などで

の立場・上下関係・役職を利用して、

ワイセツ行為や性行為・愛人契約を強

要することや、性的行為を要求したが

拒否されたため、解雇や不利益な配置

転換をするなどで、セクハラ

だと自覚を持ちやすいです。 

②「環境型」は、３種類あ

ります。一つ目は、視覚によ

るセクハラです。人目につくところに

ヌード写真や水着のポスターなどを

貼ったり、スクリーンセイバーにした

り、ポルノ雑誌・お色気漫画などを、

人目につくように読んだり置いたり

することや、性的魅力をアピールする

服装や振る舞いをすることです。二つ

目は、発言によるセクハラです。イヤ 

三木市男女共同参画センター 

「女性のための相談室」相談員 

         片倉佐知子

らしい冗談を言う。性的なうわさを流

す。食事やデートにしつこく誘う。ト

イレや休憩室などで性的なうわさ話を

する。「結婚しないの？」「子どもはで

きないの？」と私的なことについて言

うことです。三つ目は、身体接触をす

るセクハラです。不必要に身体に触っ

たり、抱きついたり、強制わいせつ行

為・強姦などの行為があります。 

セクハラの判断基準は、相手が『イ

ヤ！』と感じたら、それはセクハラに

なります。とても曖昧ですね。相手の

主観ですから、当然個人差があります。

同じ行為や言葉でも、セクハラになっ

たりならなかったりさまざまです。自

分では親しさを表すつもりの言動でも、

相手を不快にさせていることがありま

す。「この程度なら大丈夫だろう」とか

「相手とは良好な人間関係ができてい

るから平気だろう」との思い込みはな

いでしょうか。知らないうちに加害者

になってしまわないように、性的なこ

とや個人的な話題については、注意が

必要です。 

他にも「ハラスメント」が・・・ 

セクシャル・ハラスメント以外にも、

職場などの閉鎖的な環境で、立場や権

力を利用した嫌がらせであるパワハラ

（パワー・ハラスメント）があります。

また、妊娠・出産を控えている人や出 

（1７2）
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人権の尊重に向けて ～セクハラについて考えてみましょう



産した人に対する嫌がらせの、マタハ

ラ（マタニティー・ハラスメント）や、

年齢に対する偏見などから嫌がらせ

をするエイハラ（エイジ・ハラスメン

ト）など、ハラスメントは、30 数種

類あるとも言われています。 

ハラスメントは、力を持つ人から、

力の弱い人への行為です。人には様々

な力の差があります。上司と部下・先

輩と後輩・健康な人と病弱な人・男性

と女性、他にもいろいろな力の差が存

在しています。本来、力の差があって

も、人としては対等です。にもかかわ

らず、力を持つ人がその権力や優位性

を利用して相手をコントロールしよ

うとするのがハラスメントです。 

男性も女性も、セクハラの加害者に

も被害者にもなりますが、「男は女よ

りも偉い！」という意識の社会では、

女性の被害がより深刻になっていま

す。 

被害にあったときは、セクハラは人

権侵害だとしっかりと自覚を持って

ください。そして、周りから見ても分

かるように、はっきり拒絶すること。

そうしないと「合意の上で」と言われ

てしまう可能性があります。被害を受

けた日付、時間、加害者、言動・行動、

証人などの証拠を記録すること。また、

自分の気持ちやその時の行動につい

ても記録を残しておくこと。写メ・ボ

イスレコーダー・メール・LINE 等の保

存も、相談したり被害を訴えたりする

時に大切です。 

「ひとりで悩んでいませんか?」 

被害にあったら拒否すればいいの

ですが、現実には簡単に拒否できない

ことが多いのです。職場などの上下関

係の中では「逆らうことが怖い」｢こ

んなことぐらいで騒ぐことではない。 

みんな平気なんだから」｢尊敬できる人

だったから、嫌だと思う自分が失礼で

はないか、そう思う自分がおかしいか

もしれない」などと考えてしまいがち

です。でも我慢をしていると、PTSD＊や

うつ病、人間不信や引きこもりになっ

たりしないか心配です。ひとりで悩ま

ず、信頼できる人に相談してください。

職場や労働組合に相談窓口があれば利

用してください。相談することによっ

て、気持ちの整理や、よりよい相談場

所の紹介もしてもらえます。 
＊PTSD…強い精神的衝撃を受けることが原因

で、心身に支障をきたし、社会生活にも影響を及

ぼす様々なストレス障害を引き起こす精神的な後

遺症、疾患のこと。

三木市「女性のための相談室」は、

相談は無料です。秘密は固く守ります。
 一人で悩んでいないで、相談してください。 

問題解決に向かえるよう助言します。

例えば 
★夫や恋人の暴力（ＤＶ）で悩んでいる   

★離婚について考えている 

★シングルマザーとして 

一歩踏み出したけれど、不安 

★子育てのことに不安  

★家庭内のもめごと  

★自分自身のからだのこと 

（妊娠・不妊・出産・更年期・女性の病気） 

★職場の人間関係のこと   

★隣・近所のお付き合いのこと 

★自分に自信がなくなって 

どうしていいかわからない・・・ 

★思春期や性教育など 

子どもにどう対応したらいいのか・・ など 

三木市男女共同参画センター

0794-89-2331 までお電話ください。

≪筆者プロフィール≫ 

☆NPO 法人 女性と子ども支援センター ウ

ィメンズネット・こうべ デート DV 防止

プロジェクト 講師 

☆母親支援プログラム、コミュニケーションス

キルアップ等のファシリテーター 等で活

躍。



日 曜 催し・講座など 日 曜 催し・講座など

1 木 習字教室19:30～ 16 金 経営相談10:00～

2 金 経営相談10:00～ 17 土

3 土 18 日

4 日 19 月 敬老の日

5 月 20 火 経営相談10:00～

6 火 経営相談10:00～ 着付教室 19:30～ 21 水

7 水 子育てキャラバン10:00～ 22 木 秋分の日

8 木 手芸教室13:30～ 23 金 経営相談10:00～

9 金 経営相談10:00～ 24 土 茶道教室15:30～

10 土
書を楽しむキラキラ教室13:00～

茶道教室15:30～
25 日

11 日 26 月 歌謡同好会13:30～

12 月 歌謡同好会13:30～ 27 火 経営相談10:00～着付教室 19:30～

13 火 経営相談10:00～ 28 水 書を楽しむキラキラ教室16:00～

14 水 29 木 手芸教室13:30～

15 木 習字教室19:30～ 30 金 経営相談10:00～

問１…一般的には｢弱肉強食｣ですね。でも 

｢焼肉定食｣｢牛肉定食｣もありますね。 

問２…思いつくのは｢一発必中｣ですね。 

でも｢一極集中｣｢一口最中｣もあります。 

問３…前を引いているのは母親です。でも、 

力仕事の場面では｢引き手は男｣の思い 

込みがあると、分からなくなりますね。 

※ 何をあらわしているのでしょうか？

このようなマークが16枚。まず、マークを釣ります。 

数人で話し合いながらマークの｢名称｣と｢意味｣を別のカ 

ードから選び、合わせていくゲームです。楽しみながら様 

々なマーク(ピクトグラム)について学ぶことができます。 

答えの表もあります。どうぞご活用ください。 

（答え：左から）「障がい者のための国際シンボルマーク」…障 

がいのある人が利用できる施設を指している。「耳マーク」…手話や筆談でのコミュニケーションをします。「ほじょ犬マーク」…盲導犬・介助

犬・聴導犬の受け入れを示す。「身体障害者標識」…手足が不自由な人が自動車を運転していることを示す標識です。

貸出等に関するお問い合わせは総合隣保館（℡82－8388）まで。

表紙のクイズの「答え」です 【人権に関する記念日等】（９月）
１日 防災の日 1923 年 9 月 1 日に発生した関東 

大震災にちなみ、1960 年に閣議決定。全国各 
地で防災訓練が行われる。 

８日 国際識字デー 世界の5人に1人は読み書きがで 
きず、その内3分の2は女性。7500万人の子どもは学 
校に行っていない。個人と社会にとっての識字の重要性
を強調するため、ユネスコが制定。 

10 日 世界自殺予防デー 2003年にWHOと国際自殺予 
防学会が共同で開催した世界自殺防止会議で、自殺に対
する注意・関心を喚起し、自殺防止のための行動を促進
するため制定。10～16日は、自殺予防週間。 

19日 敬老の日 9月の第3月曜日。多年にわたり社会に 
つくしてきた高齢者を敬愛し、長寿を祝うことを趣旨 
として制定。 

21日 国際平和デー  日本の呼びかけで、60か国から贈ら 
れた硬貨を溶かし込んで「世界絶対平和万歳」と刻んだ
鐘（平和の鐘）が国連本部に設置された。この日にそれ
を鳴らし、一時停戦・平和を呼びかける。 

☆ 障害者雇用支援月間 障害者雇用の機運を盛り上げ、
障害者の職業的自立を支援するため、政府・自治体を中心 
に、啓発活動等を展開。 

☆ 知的障害者福祉月間 ☆ 発達障害福祉月間 
知的障害や発達障害への関心と正しい理解を深め、福祉 
の向上を目的に啓発活動等を展開。 

「じんけん釣りゲーム」
…住民学習などで活用しませんか？… 



「ある大きな駅の男性用トイレに、我

慢しきれなくなった女性が駆け込んでき

た。『すみません、すみません。』と。幸

い個室は空いていたのでよかったけれど、

『あーあ、女も年取るとあつかましいな

あ。』と聞えよがしの声がする。『ふっ』

と笑って同調する男性もいる中で、女性

は、その声をどう聞いたのだろうか…」 

聞えよがしに「あつかましい」と言っ

た男性が、配慮もなく差別的なのか、一

緒に「ふっ」と笑った周りの男性が、傍

観者で差別的なのか、そもそも男性用ト

イレに入ってきた女性が、いけないのか、

皆さんはどう思われますか？ 

駅に限らず、球場や劇場などのトイレ

では、皆が行く時間帯は決まって長蛇の

列です。それも女性トイレの方が混んで

います。この状況を予想していても、早

めにトイレに行けない場合もあります。

男性用と女性用のトイレの広さは同じ

でも、収容人数も、所要時間も違います

から、男女が利用する時の公平感はない

と思います。これは、「配慮の無さ」で

しょうか、「差別になる」のでしょうか。 

憲法で教育の機会均等が保障され、

「義務教育は無償」とうたわれています。

でも、教科書を買えずに学校に通えなか

った児童がいました。1961 年、高知県

の母親が部落差別解消のための学習を

する中で「教科書は無償にするべきだ」

と訴えた運動は、大阪や京都など全国に

広がりました。これは「わがまま」なの

でしょうか。「差別になる」からなので

しょうか。今、小中学生の保

護者が、教科書を買う必要は

なくなっています。 

家の畳数や、親の職業や財産、取引銀

行、思想信条などを記入しなければなら

なかった会社ごとの就職用履歴書は、

1974 年以降、本人の適性能力による採

用となるよう市販の履歴書のように統

一されました。それはなぜでしょうか？ 

障がいのある方に合理的な配慮をし

たり、手助けをしたりして、共に生活で

きるように行動することは、当然です。

ですが、そもそも、人が生きにくい障壁

が社会の中にあることが問題にされな

ければならないでしょう。差別や不便を

感じる人が改善を訴えることが、わがま

までもなく、手を差しのべ手助けするこ

とが美しいというだけでなく、平等に生

きることができるよう障壁を取り除く

ことが求められていると考えるのです。 

身のまわりで、結果的に「差別になる」

という事柄はありませんか？ 

[発行・編集] 平成 28 年 10 月 1 日発行

三木市立総合隣保館  〒673-0501 三木市志染町吉田 823 

 TEL  82-8388    FAX  82-8658   E-mail  jinken@city.miki.lg.jp 

№42310 月号

お問い合わせ

社会的「障壁」は、１ ２ ３ ４などがあげられ
ます。次の絵は、どれにあてはまるでしょうか？ 

１社会における事物（通行、利用しにくい施設、設備）

２制度（利用しにくい制度）

３慣行（障がいのある方の存在を意識していない慣習、文化）

４観念（障がいのある方への偏見など）



ＤＶ(ドメスティック・バイオレン

ス)とは、Domestic=家庭、Violence=

暴力、の意味がありますので家庭内

暴力との考え方もありますが、現在

の日本では恋人や夫婦などの「親密

な関係のカップル」の中で起こる暴

力のことを言います。 

カップルとは「男・女」とは限ら

ずに、同性同士も含まれます。同性

婚への第一歩となる｢パートナーシ

ップ条例｣を施行している自治体が

あります。同性同士の恋愛は、少数

ですがおかしなことではありません。

色々なカップルの間でＤＶは起こっ

ています。 

では、「親密な関係のカップル」の

中で起こる暴力には、どんなものが

あるのでしょうか？

暴力は、殴られたりする身体的なも

のだけだと思うことや、ちょっとくら

い叩かれても、ケガをしたりアザがで

きたりしなければ暴力ではないと思う

ことは、まちがいです。 

身体への暴力がなくても、精神的に

追いつめることも暴力です。 

相手の言葉や行動に対して「怖い！」

と感じたときは、ＤＶを受けていると

考えてください。 

平成 26年の内閣府の調査では、配偶

者から暴力を受けたことがある女性は

4 人に 1 人、男性は 6 人に 1 人の割合

でした。決して他人ごとではない数字

ですね。性別にかかわらず加害者や被

（1７3）
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人権の尊重に向けて ～ＤＶについて考えてみましょう～

・他の異性関係を認めさせる 

４ 経済的暴力 

生活費を渡さない・無理に働かせ

る、または働かせない・家計を細かく

チェックする・相手の収入や貯金を勝

手に使う・借金を負わせる 

５ 社会的暴力 

実家や友人との付き合いについて

制限をして孤立させる 

６ 子どもを利用した暴力 

「子どもに危害を加える」と言って

脅す・子どもの前で暴力をふるう・子

どもを虐待する・子どもの世話をさせ

ない・子どもに相手の悪口をいう・子

どもを取り上げると言って脅す 

１ 身体的暴力 

殴る・蹴る・物を投げる・髪の毛

をひっぱる・殴るふりをする・首を

絞める・噛みつく・包丁を突きつけ

る・押さえつける     

２ 精神的暴力 

ひどい言葉でバカにする・嫌みを

言う・怒鳴る・人前で侮辱する・束

縛（つきあいや行動の制限、携帯や

持ち物のチェック）・無視をする・

大事な物を捨てる、壊す・脅す 

３ 性的暴力 

性行為の強要・無理にアダルトビ

デオを見せる・避妊に協力しない 

・中絶の強要または中絶させない

三木市男女共同参画センター
「女性のための相談室」相談員

片倉佐知子



害者になりますが、ケガをするとか命

にかかわるような身体的暴力と性的暴

力等の深刻な暴力の被害者は圧倒的に

女性が多くなっています。 

ＤＶの加害者はどんな人でしょう 

暴力を振るう原因がイライラやお酒

にあると思っている人も多いですが、

そうではありません。イライラしたか

らといって、相手かまわず暴力を振る

うのはほんの一部の人だけです。また

お酒は暴力の程度をひどくすることは

ありますが、直接の原因ではありませ

ん。加害者は、自分の友達・仲間・先

輩や上司など、自分と対等か自分より

上だと思う相手には暴力は振るわない

人がほとんどです。加害者が、とても

穏やかで人当たりも面倒見もよくて、

「とてもいい人」と思われていること

もよくあります。恋人や配偶者・パー

トナーだけに暴力を振るいます。密室

の出来事で周りには見えにくいことか

ら、加害者の周りの人に相談をしても、

「あの人がそんな暴力をするはずがな

い。」と信じてもらえずに、被害者が孤

立してしまうこともよくあります。

アメリカでＤＶ加害者のカウンセリ

ングを長年行ってきた男性のカウンセ

ラーのランディ・バンクロフトは、加

害者が共通して持っている考え方・価

値観が三つあると言っています。 

①相手は｢自分のモノ」

という『所有意識』が

ある。 

②「相手より自分の方が

偉い」という『特権意識』がある。

③そのために様々な暴力を使ってもか

まわないと考え、相手のことを自分

の思いどおりに『コントロールする

という行動』をしている、と言って

います。心当たりはありませんか？

暴力を受けたら、別れたらいいのに 

どうして別れられないのでしょうか。 

相手から、「おまえ（あんた）が悪い

からこうしてるんだ！」と

言われると、自分のせいだ

から仕方がないと考え、我

慢してしまうのです。 

あるいは、「愛しているから！」と言

われると、そんなに愛されているのだ

ったら、もう少し我慢しようとか相手

を怒らせないように自分が努力してみ

ようと考えてしまう人も多いです。 

また、「男だから」「女だから」こう

するべきだと考えていると、その役割

分担の中で自分が劣っているから仕方

がないと考えがちです。 

女性に被害者が多いのは、このよう

な状況が大きく関係しています。 

もし、いまの生活の中で、恋人・配

偶者・パートナーに対して怖さや息苦

しさを感じていたら、一度、思い込み

をなくして二人の関係を見つめなおし

てみませんか。一人で見つめなおすの

は難しいことですので、ぜひ相談機関

を利用してください。 

三木市「ＤＶ相談室」
☆相談の電話番号は、0794-82-8300 
☆月曜日から土曜日の 9:00～17:00 
（日曜日・祝日・年末年始は休みです） 

あなたが安心した生活を送れるように 
お手伝いいたします。 

相談は無料で、秘密は厳守します。

表紙の問いの解説です 

 社会的障壁とは、障がいのある方にとって、生活す
る上で障壁となるようなものを指しています。きちん
と分類はできませんが、 は、１です。 と は、１
や３にあてはまります。２の制度については、出金や
申請等の書類を簡素化したり、自署に限らず代筆可に
したり、本人だけと制約せずに補助者可にしたりする
ことが求められています。（内閣府ホームページより）



日 曜 催し・講座など 日 曜 催し・講座など

1 土 16 日

2 日 17 月 歌謡同好会13:30～

3 月 18 火 経営相談10:00～   着付教室19:30～

4 火 経営相談10:00～  着付教室19:30～ 19 水

5 水 子育てキャラバン10:00～ 20 木 習字教室19:30～

6 木 習字教室19:30～ 21 金 経営相談10:00～

7 金 経営相談10:00～ 22 土

8 土
書を楽しむキラキラ教室13:00～
茶道教室9:00～

23 日

9 日 24 月

10 月 体育の日 25 火 経営相談10:00～

11 火 経営相談10:00～ 26 水 書を楽しむキラキラ教室16:00～

12 水 27 木 手芸教室13:30～

13 木 手芸教室13:30～ 28 金 経営相談10:00～

14 金 経営相談10:00～ 29 土 茶道教室13:00～

15 土 30 日

31 月 歌謡同好会13:30～

場所：総合隣保館 

時間：いずれも 19:30～21:00 です。 

皆様のご参加をお待ちしています。

11 月 19 日（土）13:00～受付 

三木市文化会館ほかで開催します。

第 1 回 10 月 21 日（金）

第２回 10 月 25 日（火）

第３回 10 月 28 日（金）

書籍などの貸出等に関するお問い合わせは総合隣保館（℡82－8388）まで。

【人権に関する記念日等】（１０月）

１日 国際高齢者デー  高齢者の人権についての理 
解を深めるための啓発活動を行うために設けられ 
た。1990年12月に行われた国連総会で採択。 

1～2日 兵庫県人権教育研究大会中央大会 県内の 
人権教育の取組を発表し、討議する大会。芦屋市 
で開催。  

3日  犯罪被害者支援の日 犯罪被害者の実情と支 
援の必要性を知ってもらうため、医師や弁護士、 
ボランティアらによって設けられた。 

10日 世界メンタルヘルスデー  NGOの世界精神衛 
生連盟(WFMH)が、1992年にメンタルヘルス問題 
に関する意識を高めることを目的として定め、後 
に国連機関の世界保健機関(WHO)も協賛し、正式 
に国際デーと認められた。 

17日 貧困撲滅のための国際デー 1999年12月の国 
連総会において、多くの国で10月17日が「極貧 
に打ち克つための世界デー」となっていることか 
ら、この日を「貧困撲滅のための国際デー」とす 
ることが宣言された。 

24日 国連デー 1945年10月24日に国連が発足したこ 
とを記念して設けられた。 

☆ 里親月間 1948（昭和23）年10月に里親制度が発足 
したことから、毎年10月を「里親月間」に設定。 

☆ 高年齢者雇用支援月間 高年齢者が、健康で、意欲 
と能力がある限り年齢にかかわりなく働き続けること 
ができる社会の実現をめざすため設定。 

【特別分科会】は小ホールで開催!!
テーマ：「みんなが尊重し合い、 

自分らしく暮らせる地域とは」

～人権を守り虐待のない社会をめざして～ 

講師：兵庫県社会福祉士会 

高齢者虐待対応委員会委員



 12 月 3 日（土）・4 日（日）は

第 33回総合隣保館文化祭です。     

 隣保館各講座生による作品展

示や発表、子どもたちによるダン

スや劇など、さまざまな催しがいっぱいです。  

日頃、隣保館事業にご支援いただいております

皆様に感謝を込めて開催します。 

 みなさんのご来館をお待ちしております。 

  第 33 回 総合隣保館文化祭

12/ 

3日

(土) 

9:00～21:00 

9:00～12:00 

11:00～13:00 

12:00～16:00 

14:00～15:00 

18:00～19:15 

作品展 →【4日の16:00まで】 総合隣保館教養文化講座、保育所、 

教育事業各学級・その他の団体が展示 

囲碁ボール大会 

交流 餅つき大会・・・ぜんざいをいただきましょう！！ 

催し物及びバザー （三木市協、その他団体による） 

 3日は11:00から、4日は10:00から 

子どもたち 全員集合（ゲーム等） 

前夜祭  ミニコンサート♪ 演奏 ムジカドルチェ 

12/ 

４日

(日) 

9:30～10:00

10:00～11:30

11:30～ 

12:45～16:00

開会行事 

記念講演 テーマ：「母娘
おやこ

で問うた部落差別」

          講 師：部落解放同盟鳥取県連合会西部地区協議会 

◇福引き開始      女性部長 坂田 かおり さん 

お昼は  

山菜おこわ・うどん をどうぞ!!
コーヒー・ジュース、フランクフルト・ポップコーンなどもありますよ。 

舞台発表 文化講座団体、教育事業各学級、その他団体による発表です 

[発行・編集] 平成 28 年 11 月 1 日発行
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お問い合わせ

③視覚障がいのあ
る方の入店を断っ
ていますが差別に
はなりません。

④聴覚障がいの方
には、マイクの声
が聞こえないので
差別になります。

②赤ちゃんが寝て
いるので、静かに
してほしいという
表示です。

①道路や建物の床
にある線状ブロッ
クで「誘導・すす
め」の表示です。

クイズ

です。

正しい

説明を

してい

るのは

どれ？



「将来は地区の指導者になって差

別を解消していきたい」…中学３年

生が教育事業の閉級式で述べた言葉

です。 

私は 2014 年度から、

Ａ地区の教育事業運営

委員長をしています。教

職員、隣保館職員、地区の人々と連

携し、かつては「解放学級」とよば

れていた青少年の部（学級名は「杉

の子学級」）の「教育事業」の運営に

地区の代表として関わっています。

「未だ完全解決に至っていない同和

問題」が存在する今、「同和問題をは

じめとする様々な人権課題に対する

正しい知識を持ち、差別に立ち向か

い、解消する力を育てる」ことを杉

の子学級中学生の部の運営方針とし、

様々な人権課題について小学校１年

生から発達段階に応じて学習してい

ます。子どもたちには「差別に負け

ない力」にとどまらず「差別を解消

する力」を身に付けて欲しい・・・

このことが、保護者や地区の方々、

関係する大人たちの心からの願いで

す。 

この教育事業の閉級式で、高校に

進学する生徒が、「将来は地区の指導

者になって差別を解消していきたい」

と述べたことは、本当に頼もしく嬉

しく思いました。同時に私自身の「差

別を解消する力」はどの程度なのか

と、自問自答させられました。 

「未だ完全解決に至っていない同 

和問題」について、私にはいつも思 

い出す事例があります。 

私の知人は、結婚するとき、相手

のご両親から「結婚は認めるがＡ地

区には居住しないで欲しい」と言わ

れました。長い間、彼の父親が入院

し、車の免許を持たない彼の母親は

毎日歩いて病院へ看病に行かれます。

年老いた母を１人実家に残し、ふる

さとのＡ地区に住むことを許されな

かった彼の気持ちを思うとき、また、

子どもの幸せが一番と考える彼の母

親の気持ちを思うとき、いつも私の

心は張り裂けそうになります。 

「同和問題を人権課題としてとり

あげるから差別がなくならない」と

言われる方がおられます。

そうでしょうか？ 

市内の元校長先生が講

演のなかで言われたこと

が、大変強く、私の心に残っていま

す。先生は、「『あなたの住んでいる

地区は同和地区ですか』と聞かれた

とき、『違います。同和地区は隣の地

区です』と平気で答えてしまう人間

を学校や社会は絶対に育ててはなら

ない。どうして聞きたいのかをたず

ねたうえで、『質問自体が差別です』

と答えることのできる人間を育てな

ければならない」と言われました。

「同和問題」に対し、正しい知識が

（1７４）

  28年 1１月 

教育事業”への思い
教育事業運営委員長  

西本 正仁



なければ、間違った意識にもとづく

言葉を発してしまいます。ですから

誰もが、差別とは何なのかを具体的

に学ぶ必要があると思います。 

私を含む地区の大人は自分自身に

語りかけるように「杉の子学級」の

子どもたちに、話します。 

「いつも正しい知識を

身に付けて、『間違ったこ

とは、間違っている』と

言える人になってくださ

い。『自分は差別をしていないだろう

か』『自分は差別を見過ごしていない

だろうか』いつも自分自身を振り返

ってください。やがて大人になった

とき、社会、地域、職場であらゆる

人権課題解決のリーダーとなり、人

権文化を発信してください」と。 

そして、保護者や私を含む地区の

大人は、子どもに期待を寄せるだけ

でなく、「Ａ地区の子どもは、なぜ『杉

の子学級』で学んでいるのか、何を

『杉の子学級』で学ん

でいるのか」を自分の

言葉で他地域へ発信し

続ける努力が、今後も

必要だと思います。 

誰もが、出自や属性にこだわらな

い社会の実現をめざし、子どもたち

の笑顔に励まされながら、今後も教

育事業に携わり、私自身の「差別を

解消する力」も高めていきたいと思

います。 

※ 何をあらわしているのでしょうか？ 
 これは、バリアフリー法認定特定建築物
マークです。バリアフリー法に基づき、だ
れにでも利用しやすい施設であることの認
定を受けた建築物に表示してあります。

 これは、補助犬同伴可マークです。身体障害者

補助犬（盲導犬、介助犬、聴導犬）同伴の啓発マ

ーク。補助犬はペットではなく、障がいのある方

の体の一部となって働いています。 

 これは、盲人のための国際シンボルマークです。

このマークが付いた歩行者用信号ボタンは、視覚

障がい者が安全に渡れるよう、信号時間が長めに

調整されています。（ゲームの方法は 9 月号参照）

・・・教育事業とは・・・ 

    教育事業は、市民一人一人 

   の人権が真に尊重される明る 

   く住みよい三木市を作ってい

くために行う事業です。 

 同和問題をはじめ、人権にかかわ

る教育課題の解決をめざし、市内の

各地域で主に青少年の部（小・中学

生学級）を対象に、自立向上の意欲

や態度を育てる学習、人権尊重の意

識や仲間づくりを高めるための活動

や学習を行っています。   

他に、成人の部（乳幼児・家庭教

育・高齢者学級など）があります。

表紙のクイズの答え… 正しいのは①と④です 

②は×、正解は「マタ

ニティマーク」です。

妊婦さんにはさまざま

な苦労があります。妊

娠初期は外見からは見

分けがつかないため、

このマークを身につ

け、周囲が妊婦への配

慮を示しやすくするも

のです。 

④は○、正しいです。

マイクで指示をしてい

る場面ですが、聴覚障

がいの方には聞こえま

せん。このことは、「合

理的な配慮をしないこ

と」の差別になります。

聴覚障がいのある方に

は、文字で知らせるな

どの合理的な配慮が必

要です。 

③は×、間違いです。障

害者差別解消法では、「不

当な差別的取扱い」が差

別になります。障がいを

理由に入居を拒んだり、

入会を拒否したり、入店

を断るのは、不当な差別

です。 

①は○、正しいです。視

覚障がいのある人を安全

に誘導するため、道路や

建物の床には、点状ブロ

ックの「警告・止まれ」

と線状ブロックの「誘

導・すすめ」の２種類の

表示があります。 

「じんけん釣りゲーム」 第2弾 完成

 …住民学習などで活用しませんか？… 



日 曜 催し・講座など 日 曜 催し・講座など

1 火 経営相談10:00～  着付教室19:30～ 16 水

2 水 子育てキャラバン10:00～ 17 木

3 木 文化の日 18 金 経営相談10:00～

4 金 経営相談10:00～ 19 土

5 土 20 日

6 日 21 月

7 月 22 火 経営相談10:00～  着付教室19:30～

8 火 経営相談10:00～ 23 水 勤労感謝の日

9 水 24 木 手芸教室13:30～  習字教室19:30～

10 木 手芸教室13:30～   習字教室19:30～ 25 金 経営相談10:00～

11 金 経営相談10:00～ 26 土 茶道教室9:00～

12 土
茶道教室9:00～
書を楽しむキラキラ教室13:00～

27 日

13 日 28 月 歌謡同好会13:30～

14 月 歌謡同好会13:30～ 29 火 経営相談10:00～

15 火 経営相談10:00～ 30 水

 高齢者や障がい者に対する虐待
など人権侵害が各地で報告されて
います。高齢者や障がい者の生活
や人権について、無関心ではいられません。
過去の事例をふまえ、どうすれば虐待を防
げるか、虐待防止の視点を共有しましょう。
そして、施設職員も地域住民も家族も、み
んながお互いを尊重し合い、一緒になって、
自分らしい暮らしについて考えましょう。

【日時】平成２８年１１月１９日（土） 

      午後２:１５～４:３０ 

 【場所】三木市文化会館小ホール 

 【講師】伊東圭一さん 
 略歴 兵庫県社会福祉士会高齢者虐待対応委員

 会委員長。兵庫県社会福祉士会虐待対応専門職

 チームメンバー。介護支援専門員などを歴任。

 多くの皆さんの参加をお待ちしています!!
催し物等に関するお問い合わせは総合隣保館（℡82－8388）まで。

【人権に関する記念日等】（１１月）
16日 国際寛容デー 1995年11月16日、ユネスコ総 
    会で「寛容原則宣言」と「国連寛容年のためのフ 
    ォローアップ計画」が採択され、翌年12月の国連 
    総会で制定。 
19日 三木市人権・同和教育研究大会 市内の人権教 
    育の取組を発表し、協議を行う大会。三木市文化 
    会館ほかで開催。 
20日 世界こどもの日 国連総会は1954年12月14日、
    国際連合で｢児童の権利に関する宣言」(1959年)と
    ｢児童の権利に関する条約｣(1989年)が採択された 
    11月20日を｢世界こどもの日｣とした。 
25日 女性に対する暴力撤廃の国際デー 1961年に 
    ドミニカ共和国の支配者の命令で政治活動家三姉 
    妹が暗殺されたことに由来し、1999年12月の国 
    連総会決議で制定。 
12～25日 女性に対する暴力をなくす運動 女性に 
    対する暴力根絶のシンボルであるパープルリボン 
    にちなんで、タワーや商業施設、橋、観覧車、城 
    など、パープルにライトアップするなどの運動を 
    展開。 
26～27日 全国人権・同和教育研究大会 全国の人 
    権教育の取組を発表し、討議する大会。大阪市で 
    開催。 
25日～12月1日 犯罪被害者週間 「犯罪被害者等 
    基本法」の成立日である12月1日以前の1週間 
    を「犯罪被害者週間」と定めた。 
☆ 児童虐待防止推進月間 子どもの笑顔を守るため 
    に一人ひとりに何ができるのかを呼びかけていく 
    「オレンジリボンキャンペーン」を展開。 



1948 年(昭和 23 年)12 月 10 日の国連総会

において、｢世界人権宣言｣が採択されたこと

を記念して、1949 年に法務省と全国人権擁

護委員連合会が、12月 10 日を最終日とする 

世界人権宣言では、…みんな自由・みん

な平等…、…差別はやめよう…と宣言して

います。すべての人は、生まれながら自由

で、人として尊ばれ、あらゆる権利が平等

にあります。すべての人は、人種、性、言

語、宗教、信条や社会的出身、財産、門地

などいかなる事由による差別をも受けるこ

となく、世界中のどこでも、すべての権利

と自由とを享有することができます。

あなたの個人情報、

勝手に利用されていませんか？

 本人通知制度は、不正取得の早期発見や   

個人情報の不正利用防止・抑止のため、  

 本人以外の第三者などに証明書を交付し 

 た場合に、交付した事実を登録した方へ 

 お知らせする制度です。事前登録者率が  

 高いと不正取得の抑止力が高まります。      

1 週間を｢人権週間｣と定めています。この

期間に合わせて、今年は 12月 3日(土)～4

日(日)に｢総合隣保館文化祭｣を開催しま

す。皆様のご来館をお待ちしております。

 世界人権宣言よりも以前の
1922 年(大正 11年）、日本で
は「水平社宣言」が出されま
した。部落差別解消への取り

組みをうたった｢人権宣言｣と言えます。 
 「全国水平社」創立大会で「人間を冒と
くしてはならぬ」と訴え、「人の世に熱あ
れ 人間に光あれ」と締めくくったこの宣
言は、時代を超えて、今も私たちに差別解
消への取組を訴えかけてきます。

どうして私の戸籍謄本

を持っているの？

だれが住民票を

取ったのだろう？ 
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お問い合わせ

本人通知制度に登録を

・申出書（登録場所にあります） 
・本人確認書類（マイナンバーカード、運転免許証、 
  パスポート、健康保険証など） 
・代理人の場合は、委任状 
 （登録する方が未成年の場合は不要）  

登録に必要なもの 

・住民票の写し(除票を含む) 

・住民票記載事項証明書

・戸籍附票の写し(除かれた附票を含む) 

・戸籍謄本および抄本(除籍を含む) 

・戸籍記載事項証明書(除籍を含む) 

対象となる証明書 

・(市)市民課 ・(市)吉川支所市民生活課

・各市立公民館(預かりのみ) 

登録場所 

・市の住民基本台帳に記録されている方 

 または記録されていた方 

・市の戸籍簿・除籍簿に記録または記載されている方 

登録できる方 



2015 年（ビクラム歴＊2071 年）、ネ

パ―ルを襲った大地震の傷はいえな

いままです。復興には数十年かかると

いわれています。地震が壊したものは

数えきれません。そんな中でも、唯一

の光はネパールを縛るカースト＊や迷

信が揺らぎ始めたこ

とかもしれません。

地震後、カースト

に関係なく本当に大

切なことや考え方、

必要な支援に目がむ

けられるようになり

ました。震災をはじ

めとした災害は、カーストに関係なく

誰にも起こります。力をあわせること

や助け合うことから前に進む力が生

まれることを現地のリーダーから聞

かせていただきました。 

現地のリーダーであるカトマンズの

第７区役所長は、｢私たちは、出来るだ

けのことはしたいのです。もっともっ

としたかったのに、出来なかった後悔

が頭から離れません。｣と言われます。 

第７区にはパシュパティナート(火

葬場)があります。地震後の大混乱と

物資不足の中、彼らリーダーは７か月

間、区役所のそばにテントを張り、24

時間体制で被災した町を片づけ、人々

の死と向き合われました。人の死を前

世や因縁に結びつけたり、カーストの

違いを理由にしたりしてご遺体が放

置される現実。どこかに向かう途中で 

力尽きたご遺体や置き去りにされた

ご遺体を野犬や腐敗から守るため、き

れいに白布で巻き、地面の血だまりを

消毒し、衛生に気を配りながら荼毘
だ び

に

付します。そして、瓦礫
が れ き

と化した廃墟
は い き ょ

に人がいないか、手探りで、すき間す

き間に長い竹を差し込みながら夜通

し探索されたのです。政府から発表さ

れたカトマンズ大地震の死者数は身

元が判明した方々だけです。出稼ぎの

方、路上生活の方を含めれば、はるか

に多いのです。 

カトマンズの小道は、重機どころか

人がひとり通るのもやっとです。救助

の際、鼻を骨折した方やひどい傷を受

けた方にもお

会いしました。

家や家族を失

い、またご自身

も被災者とし

て私たちの想

像を絶する思

いを抱えながら、このように力を合わ

せ闘われた日々があるのです。当時の

生々しい写真を私に見せながら、現地

のリーダーが、こう優しく声をかけて

くださいました。  

｢みんなで助ける。子どももできる

ことを手助けする。出来ることを出来
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  28年 12月 

ネパール地震”が残したもの

ＮＰＯ法人ラリグラス代表理事 

シュレスタあけみ 

ネパールの国旗

地震直後のレスキュー隊
の活動

倒壊した家屋



るだけ、みんなでした時、幸せが来ま

すね｣と。また、「三木市の学校の子ど

もたちから預かった寄付を届けてく

ださってありがとう。私たちも、第７

区の全ての学校に呼びかけました。

『家にあるクッ

キーなどを家族

の人からもらっ

てきてください』

と。すると次の日、

山ほどのクッキー

が集まりました。ビ

ックリしました。子どもたちは言いま

したよ。『私も誰かを手伝えたね』と。

それで、被災者の方に、カーストに関

係なく配ることができました。あなた

たちの活動と同じですね」と。 

今年、ラリグラスはカトマンズの現

地 NGO や行政と共に献血活動や心身

を健やかに育む卓球大会などを開催

しました。これまで、献血は衛生面な

どの不安、またカーストが残している

しこりなどから

普及することが

ありませんでし

た。でも、少しは

広める事ができ

たと思います。そ

れも友人のスザ

ルさんのおかげです。

彼は、カトマンズで有名なラジオ DJ 

ですが、地域に根付いた『人のつなが

りを生かすボランティア』に貢献され

ている方です。私は彼の紹介でカトマ

ンズ第７区の皆さまとつながりを持

つことができたのです。 

地震後のカトマンズ市政には、多く

の批判がありました。けれど、その町 

の現場では、先のリーダーのように、

誇りをもって、カトマンズを守り抜こ 

うとした方々がおられたのです。｢怠

けていたのではありません。出来なか

ったのです。｣握ってくださる手に涙

が落ちます。カトマンズに暴動や略奪

が起きなかったこと。それがどれほど

素晴らしく誇れることであるか。街を

片づけ、人々を見守られるリーダーの

方々がおられ

たからこその

結果なのです。 

世界中のどこ

の国にも悲し

い記憶と現実があ

ります。「あなたの気持ちの全ては分

からなくても、知ろうとすることはで

きる。寄りそうことはできる。同じ空

間を大切にすることが出来る。」この

想いをいつも大切にして活動すれば、

悲しい記憶が優しい記憶につながっ

ていく瞬間が生まれます。それが多文

化共生につながると信じています。 

笑顔の花は、手のひらから伝わるあ

たたかさと、寄りそう誰かがいてくれ

るという安らいだ思いが生み出して

くれると考えます。皆さまのあたたか

いお気持ちを私たちにお預けくださ

ることに感謝しながら、「笑顔の見え

る」サポート活動が次世代へとつなが

ることを願ってこれからも三木とカ

トマンズを結ぶ活動を続けます。 

卓球大会の様子

献血の様子

仮設小学校で設置
された飲み水用貯
水タンク

＊ビクラム暦・・・ネパールでは公式の暦とし

て使われています。ビクラム暦は、４月を新

年の始まりとして１年は 11 か月です。そして

数年に一度、13か月の年があります。 
＊カースト制度・・・インドで生まれた独特の

社会的身分制度のことで、ネパールでは 1854

年に法典に制定しました。現在は、憲法におい

て法の下の平等は定められています。しかし、

身分の上下の考えや社会進出における影響は、

社会慣習として今もなお存続しています。



市民
しみん

が創
つく

る 

～私の心にひびいたあのシーン～

日 曜 催し・講座など 日 曜 催し・講座など

1 木 習字教室19:30～　手芸教室13:30～ 16 金 経営相談10:00～

2 金 経営相談10:00～ 17 土 茶道教室9:00～

3 土 総合隣保館文化祭9:00～21:00 18 日

4 日 総合隣保館文化祭9:00～16:00 19 月

5 月 20 火 経営相談10:00～ 着付教室19:３0～

6 火 経営相談10:00～ 着付教室19:３0～ 21 水

7 水 子育てキャラバン10:00～ 22 木

8 木 23 金 天皇誕生日

9 金 経営相談10:00～ 24 土

10 土 書を楽しむキラキラ教室13:00～ 25 日

11 日 26 月 歌謡同好会13:３０～

12 月 歌謡同好会13:３０～ 27 火 経営相談10:00～

13 火 経営相談10:00～ 28 水 フラワーアレンジメント教室18:00～

14 水 29 木 閉館　1月3日まで

15 木 習字教室19:30～　手芸教室13:30～ 30 金

31 土

入学式で 1 年生といっしょに 
 入場した時、私と手をつない 
 だ子が私の手を「キュッ」と 
 にぎった。

「本当の６年生になれたんだ。 
      たよられているんだ。 
    しっかりしないと」と思うと、 
     うれしくなった。  

ゆうな(11 歳) 

  ・・・・・2016 年 11 月発行・・・・・ 
    三木市人権・同和教育協議会 

第 5 回目のリーフレット完成。市内 10 か所の

公民館に置いています。どうぞご覧ください。

催し物等に関するお問い合わせは総合隣保館（℡82－8388）まで。

【人権に関する記念日等】（１２月）

1日 いのちの日 日本で心の健康に関する正しい理解の 
   普及・啓発を行うための日。自殺予防活動の一環とし 
   て2001年から設定。 
   世界エイズデー 世界規模でのエイズ蔓延の防止エ 
   イズ患者やHIV感染者に対する差別･偏見の解消を目的 
   とし、1988年に世界保健機関により定められた。シン 
   ボルはレッドリボン。 
3日 国際障害者デー 1982年12月3日、国連総会で「障
   害者に関する世界行動計画」が採択されたことを記念し
   て、1992年の国連総会において制定。 
☆ 3～4日 三木市立総合隣保館文化祭 「つなごう手 
   と手 築こう心のかけ橋を｣をテーマとして、多くの人 
   が人権と差別について学び、交流する文化の祭典。 
10日 人権デー 世界人権宣言が、1948年12月10日の国 
   連総会で採択されたことを記念して、1950年の国連総 
   会において制定。 
18日 国際移民デー 1990年12月18日、国連総会で「全 
   ての移住労働者及びその家族の権利の保護に関する国際
   条約」が採択されたことにちなみ制定。 
☆ 3～9日 障害者週間 国際障害者デーであり、障害者 
   基本法の公布日でもある12月3日を起点とし、障害者 
   の日である12月9日までの1週間。1995年6月27日、
   総理府（現内閣府）障害者施策推進本部が制定。 
☆ 4日～10日 人権週間 1948年12月10日の国連総会
   において世界人権宣言が採択されたことを記念して194 
   9年に法務省と全国人権擁護委員連合会が12月10日を 
   最終日とする1週間を人権週間と制定。

 募集  フラワーアレンジメント教室 

「新春を生ける」 講師：田中真紀さん
12 月 28 日午後 6 時～

 参加費 4,500 円  持ち物：花器、はさみ



2017 年（平成 29年）を迎えました。 
 隣保館は社会福祉施設と
して、また、人権教育・啓発
の拠点施設として、今年も懸
命に取り組んでまいります。
どうぞよろしくお願いいた
します。 
 昨年は、過労死のニュースが私たちの
胸を痛めました。中でも「女子力がない」
などの上司の発言が報道されていまし
た。私たちの中に、「男子力」というイ
メージはあるでしょうか？「女子力」が
「女らしさ」と似た意味で発信されてい
る世の中で、「刷り込み」によって「思
い込み」を持たされている気がします。
あらためて、「女とは、男とは、こうい
うもの」という思い込みがないか、自身
に問いたいものです。
 また、「この新製品は他社との差別化
を図っています」などと、他社の商品と
の違いを強調するために特別に開発し
たものだと、何かしら優越感を持たせる
イメージはありませんか？この｢差別
化｣という言葉に違和感を覚えるのです
が、皆さんはいかがですか？

12月 9日 

【部落差別解消法が成立しました】 
（目的） 
第一条 この法律は、現在もなお部落差別が存 
 在するとともに、情報化の進展に伴って部落 
 差別に関する状況の変化が生じていることを 
 踏まえ、全ての国民に基本的人権の享有を保 
 障する日本国憲法の理念にのっとり、部落差 
 別は許されないものであるとの認識の下にこ 
 れを解消することが重要な課題であることに 
 鑑み、部落差別の解消に関し、基本理念を定 
 め、並びに国及び地方公共団体の責務を明ら 
 かにするとともに、相談体制の充実等につい 
 て定めることにより、部落差別の解消を推進 
 し、もって部落差別のない社会を実現するこ 
 とを目的とする。 
（基本理念） 
第二条 部落差別の解消に関する施策は、全て 
 の国民が等しく基本的人権を享有するかけが 
 えのない個人として尊重されるものであると 
 の理念にのっとり、部落差別を解消する必要 
 性に対する国民一人一人の理解を深めるよう 
 努めることにより、部落差別のない社会を実 
 現することを旨として、行われなければなら 
 ない。           
※ 他に、国及び地方公共団体の責務、相談体 
 制の充実、教育及び啓発、部落差別の実態に 
 係る調査について明記された条文があります。

                       子どもたちの明るい声、餅つきの活気、囲碁

ボール大会や子どもたち全員集合など、多くの

                      方々に支えられ、盛大に文化祭を終えました。

                       今年も様々な活動に、どうぞご参加ください。

[発行・編集] 平成 29 年 1 月 4 日発行

三木市立総合隣保館  〒673-0501 三木市志染町吉田 823 

 TEL  82-8388    FAX  82-8658   E-mail  jinken@city.miki.lg.jp 

№4261 月号

お問い合わせ

新年 明けましておめでとうございます

隣保館文化祭、多数ご参加い

ただき、ありがとうございました

教育事業作品展示
人権劇「おかあさんの木」

テアトロ三木 
前夜祭コンサート 

ムジカドルチェ 囲碁ボール大会 



小学生の頃に、近所の小学生が田んぼに落ちたのを私のお母さんが助けて、家に帰ってタオルまで持って

きて、そんなお母さんに「なんでそこまでできるの？」ときいたら「あたりまえのことやから」といわれたとき。 

人権の小窓 

「社会福祉法人まほろば」は、1987

年の設立で今年 30 年目を迎えます。主

に知的障がいのある方の生活や就労の

支援につとめさせて頂いています。 

【まほろばのパン】 

就労支援

の一環とし

て、パンの

製造をする

部門があり

ます。 

「社会福祉法人まほろば」という名称

はご存知なくても「まほろばのパン」と

言えば「ああ、あのパン。」と、覚えて

下さっている方もいらっしゃるのでは

ないでしょうか。お蔭様で、特に三木の

地におきましては、多くの方々がこのま

ほろばのパンをご周知下さっていて、本

当に地域でお育て頂いていることに、心

から感謝申しあげているところです。 

【自分の歩幅を大切に】 

まほろばは、現在１８０名程の方にご

利用頂いています。パンの製造の他にも

様々な事業や活動

があり、ご利用の

メンバーさん一人

ひとりがご自分の

歩幅を大切にしな

がら毎日を歩んで

います。 

中には、自分の

歩幅に自信がなか

ったり不安のある人もいますが、それぞ

れ一人ひとりの気持ちに寄り添い、拙い

支援ながらも生活や将来の方向性を考

えるお手伝いをさせて頂いています。 

【どんな職業支援をされるの】 

 まほろばには、パンや焼き菓子の製造

の様子を見学したいと多方面の方々が

訪問下さいます。その感想として、「皆

さん、きびきびと動かれていますね」だ

とか「皆さん元気に挨拶して下さって、

活気があって良い職場ですね」などと、

身に余るようなお言葉を頂戴すること

があります。そして、「こんなにできる

ようになるには、どんな職業支援をされ

るのですか？」という質問もよく頂きま

す。そういう時は、「実は、特別な支援

はしていないのです。メンバーさん一人

ひとりの努力の結果なんです」とはじめ

にお答えさせて頂いています。「なにか

いい恰好をしているような優等生的な

答えだな。」と、感じられる方もいるか

もしれませんが、本当にそうなんです。 

【長所や強みを見つけて】 

一人ひとりのメンバーさんが、ご自分

なりの自立と自律をめざして努力され

ているからです。当然ながら作業に入る

きっかけとして、この人の持ち味を活か

せるポジションはどこだろう？という

考察はあります。現在の職業能力やその

人の思い、その人の持っている性格から

（176）
  29年1月 

地域で暮らす ～互いに認め合って活力に～

社会福祉法人 まほろば 相談支援事業所 

  和 管理者  中川 敬悟 

まほろばのラスク



まだ小さかった私が、おかあさんのその言葉をきいて、「自分のことだけしてちゃダメだ」「助けて、助けられて

生きていかないといけない」と思って心を動かされた。 茜（15 歳） まあるいココロ あったかメッセージより 

くるもの、障がいの特性からくるものも

含めて受け止めて、その人の欠点に着目

するのではなくて、長所や強みを見つけ

て作業のポジションをイメージします。

福祉の言葉で「ストレングスの視点」な

どと言ったりしますが、まずは、こうい

う環境を整えて、その上でメンバーさん

に提案や相談をさせて頂き、自身の中の

「やる気」のスイッチがオンになるか、

オフになるのはどういう場面かなど、見

守ります。 

【失敗も宝です】 

このように配慮させて頂きますが、あ

とは要所々々でのアドバイスや励まし

のほかは、もう一人ひとりの努力の現れ

なんです。

それが、

特別な支

援はして

いないと

いうゆえ

んです。   

もちろん、言葉で言うほど簡単な事で

はありません。根気のある人もいれば飽

きっぽい人もいます。器用な人もいれば

不器用な人もいます。思った以上に伸び

る人もいれば、思ったようにいかない人

もいます。失敗もあります。そこで、結

論を出すのは簡単なことですが、それだ

と私どもの存在意義がないと思ってい

ます。失敗も宝です。思ったように進ま

なかった場合もまた、もう一度、ご本人

なりの達成感を見い出せるよう、その人

の身になって進めることが大切だと思

っています。 

【地域と繋がることが活力に】 

少し視点が変わりますが、まほろばパ

ンの製造に携わっているメンバーさん

の多くは、共同生活援助（グループホー

ム）という住居で生活をされています。

すでにご両親が他界されていたり、身寄

りの方がいなかったりして、これからも

自分の力で生きていかねばならない人

がほとんどです。そんな皆さんがまほろ

ばでの仕事を終えて、それぞれの住居に

帰っていきます。そこには、「お帰り」

と迎えてくれる同僚や世話人と呼ばれ

る職員がいます。世話人さん達と家族の

ように食卓を囲み、笑い語り合う、そん

な家庭的な佇まいが、かけがえのない空

間となっています。もちろん、メンバー

さん同士のもめごとなどもありますが、

それらも含めての日常生活だと思って

います。 

このよ

うな地域

の見守り

の中でお

くる普通

の生活、

また、パン作りを通じて地域と繋がるこ

とが、メンバーさんの大きな活力となっ

ています。 

【一列兄弟、互い立て合いたすけあい】  

昨今、「社会的包括」や「地域共生社

会の実現」などがキーワードとなってい

ますが、要は、「互いに認め合って、お

もいやりながら助け合って生きていき

ましょう。」ということだと思っていま

す。ちなみに、私どもまほろばの理念も、

「一列兄弟、互い立て合いたすけあい」

です。 

今後とも、私どもは、一人ひとりの思

いを傾聴し、寄り添いながら、微力なが

らもその人の地域生活のサポートをさ

せて頂ければとそう考えています。 



日 曜 催し・講座など 日 曜 催し・講座など

1 日 元日　休館1月3日まで 16 月 歌謡同好会13:30～

2 月 振替休日 17 火 経営相談10:00～

3 火 18 水

4 水 19 木 手芸教室13:30～

5 木 20 金 経営相談10:00～

6 金 経営相談10:00～ 21 土

7 土 茶道教室9:00～ 22 日

8 日 23 月 歌謡同好会13:30～

9 月 成人の日 24 火 経営相談10:00～着付教室１９:３０～

10 火 経営相談10:00～ 25 水 書を楽しむキラキラ教室16:00～

11 水 26 木 手芸教室13:30～習字教室19:30～

12 木 習字教室19:30～ 27 金 経営相談10:00～

13 金 経営相談10:00～ 28 土 茶道教室9:00～

14 土 書を楽しむキラキラ教室13:00～ 29 日

15 日 30 月

31 火 経営相談10:00～着付教室１９:３０～

三木市人権・同和教育協議会

人権ふれあい交流事業
映画：「みんなの学校」上映＆講演会
日時：2月 26 日(日)     入場料：500円
会場：三木市民活動センター  高校生以下無料

日程：12:30～上映（106分）14:40 講演（90 分）
 ※定員有、託児有。

  事前申し込み(1月 10 日～)をお願いします。
82－8388、Fax 82－8658 総合隣保館まで

催し物等に関するお問い合わせは総合隣保館（℡82－8388）まで。

【人権に関する記念日等】（１月）
17日 防災とボランティアの日 1995（平成7）年1月
    17日に発生した阪神・淡路大震災にちなみ、ボラン
    ティア活動への認識を深め、災害への備えの充実強 
    化を図る目的で、翌年から実施。
29日 世界ハンセン病の日 ハンセン病への正しい理解 
    を、とのフランスの社会運動家の呼びかけに応え、 
    1954年から取り組まれている。１月最後の日曜日。

市民
しみん

が創
つく

る 

～私の心にひびいたあのシーン～

なかなか言う
ことをきかない４才の息子に 
「言うこときかれへん子は嫌い!!」
と言ってしまったところ、息子が 
泣きながら「ぼくは好き～!」 

と言ったこと。 

 本当は息子の事が大好きなのに、 
 ついイライラして「嫌い!」と言っ 
 てしまったことを反省した。心に 
 ゆとりをもって子育てしていきた 
 い    けいちゃんママ（41 歳） 

・
・・・・2016 年 11 月発行・・・ 
    三木市人権・同和教育協議会

第 5 回目のリーフレット完成。3,666 人の皆様
から貴重な体験をお寄せいただきました。ありがと

うございました。リーフレットは、市内 10 か所の
公民館などに置いています。どうぞご覧ください。



12 月 16 日に施行されたこの法律には、提

出理由が次のとおり記されています。 

この法律の意義はいくつか考えられます。    

第一に、現在もなお部落差別が存在するこ

とを明記したこと。第二に、部落差別のない

社会を実現することを目的としたこと。第三

に、国及び地方公共団体の責務を明らかにし

たことです。そして、相談体制の充実を図る

とともに、必要な教育及び啓発を行うよう求

めたことです。 

第三条の「…責務を有する。」以外、この

法律の文末は、「…ものとする。」となってい

ます。つまり、この法律は、理念的な法文で

すが、部落差別の解消を明確に目的に据えた

法律であり、私たちの「意識」や「互いの関

係」の高まりが、確実に差別解消につながっ

ていきます。

(第一条と第二条は 1月号をご覧ください。) 

[発行・編集] 平成 29 年 2 月 1 日発行

三木市立総合隣保館  〒673-0501 三木市志染町吉田 823 

 TEL  82-8388    FAX  82-8658   E-mail  jinken@city.miki.lg.jp 

№427２月号

お問い合わせ

【理由】 現在もなお部落差別が存在する

とともに、情報化の進展に伴って部落差別

に関する状況の変化が生じていることを

踏まえ、全ての国民に基本的人権の享有を

保障する日本国憲法の理念にのっとり、部

落差別は許されないものであるとの認識

の下にこれを解消することが重要な課題

であることに鑑み、部落差別の解消を推進

し、もって部落差別のない社会を実現する

ため、部落差別の解消に関し、基本理念を

定め、並びに国及び地方公共団体の責務を

明らかにするとともに、相談体制の充実等

について定める必要がある。これが、この

法律案を提出する理由である。 （下線は筆者）

（国及び地方公共団体の責務）  条文 抄

第三条 国は、前条の基本理念にのっとり、

部落差別の解消に関する施策を講ずるとと

もに、地方公共団体が講ずる部落差別の解消

に関する施策を推進するために必要な情報

の提供、指導及び助言を行う責務を有する。

２ 地方公共団体は、前条の基本理念にのっ

とり、部落差別の解消に関し、国との適切な

役割分担を踏まえて、国及び他の地方公共団

体との連携を図りつつ、その地域の実情に応

じた施策を講ずるよう努めるものとする。

（相談体制の充実） 

第四条 国は、部落差別に関する相談に的確

に応ずるための体制の充実を図るものとす

る。  

２ 地方公共団体は、国との適切な役割分担

を踏まえて、その地域の実情に応じ、部落差

別に関する相談に的確に応ずるための体制

の充実を図るよう努めるものとする。 

（教育及び啓発）  

第五条 国は、部落差別を解消するため、必

要な教育及び啓発を行うものとする。  

２ 地方公共団体は、国との適切な役割分担

を踏まえて、その地域の実情に応じ、部落差

別を解消するため、必要な教育及び啓発を行

うよう努めるものとする。   

（部落差別の実態に係る調査） 

第六条 国は、部落差別の解消に関する施策

の実施に資するため、地方公共団体の協力を

得て、部落差別の実態に係る調査を行うもの

とする。        （条文の太字は筆者）



【私の心にひびいたあのシーン】 外出しているとき、何かのしょうがいで背が低い大人の人に対して私は  

「変だ」と母に言った。その時、「そう言われる相手の気持ちになってん。いややろ」と注意された時。 

人権の小窓 

障がいを受け入れる 

数年前の真夏の暑い夜のことでした。

その夜、私の人生は大きく、とてつもな

く大きく変わりました。夜中にトイレに

行こうとしたら、床から立ち上がること

ができなくなり、そのまま意識をなくし

ました。 

２か月後に目が覚めた私は左半身マ

ヒと、高次脳機能障害を持つ障がい者に

生まれ変わっていました。この障がいを

負った事実を受け入れるのに、2年とい

う時間を要しました。その間、様々なこ

とを経験させていただき、考えることが

できました。 

「障がい者」になって考えること 

そもそも、｢障がい者｣とはいったいど

ういう人なのでしょう？｢健常者｣とは

いったいどういう人なのでしょう？ 

一度、｢障がい者｣に分類されてしまう

と、ほとんど全員が｢健常者｣に戻ること

はできません。片足がなく、杖をついて

いる人は｢障がい者｣といわれますが、ケ

ガをして片足にギプスをして杖をつい

ている人を｢障がい者｣と呼ぶ人に出会

ったことはありません。だから私はそう

した人のことを、あえて｢期間限定障が

い者｣と呼ぶことにしていますが、呼ば 

れた人のほとんどはいやな顔をします。 

ほとんどの健常者は、声に出すかどうか   

は別にして｢障がい者｣を見て、必ず一度

は｢苦労してかわいそう｣と思ったこと

があるのではないでしょうか？だから

｢障がい者｣ではないと否定し、嫌な顔に

なるのではないでしょうか？そう思う

ことを私は差別だとは思いません。そう

思った後に、どういう行動をとるかが、

差別する人になるか合理的配慮をする

人になるかの分かれ道になるのではな

いかと考えます。    

どうか皆さん、差別の目、思いだけは

持たないでください。   

差別は悲しみ以外何も生みません。

我々｢障がい者｣といわれる人は、まさに

人として普通に生きたいだけなんです。

働きたくても職に就けず、恋をして結婚

したくても出来ず、カラオケにも行った

こともない障がいのある方がどれくら

いいるのか、少し気にしてみてください。 

私も、｢障がい者｣と｢健常者｣という言

葉を使っていますが、そう分けることに

意味はあるのでしょうか？ 障がいが

｢ある｣ということと、｢ない｣ということ

の境目はあるのでしょうか？あるとす

ればそれは、人の心の中、あるいは社会

（17７）
平成29年２月 

 「つながり」を求めて 

  ～ぷらすライブのとりくみ～

ＮＰＯ法人ベンチマークぷらす 

   理事長  畑山 哲人 



生まれたときからしょうがいのある人がたくさんいるのを分かっているのに「変だ」と思った自分が恥ずかしくなっ

た。 由楽(10 歳) まあるいココロ あったかメッセージより 

の仕組みにあるのではないでしょう

か？ 

人と人のつながりを求めて 

私は今、就労継続支援Ｂ型と生活介護、

日中一時支援という障がい者福祉の多

機能事業所

｢ベンチマ

ー ク ぷ ら

す｣を営ん

でいます。

事業の一環

として、プロのシンガーソングライター

を招いて、｢ぷらすライブ｣を年２回ほど

行い、障がい者と健常者との交流を図っ

ています。相手のことを知らないという

ことは、こわいものです。ですので、私

たちは｢障がい｣というものを、一人でも

多くの方に知ってもらうために、障がい

者も健常者も一緒になって楽しめるラ

イブを定期的に行うことにしました。そ

こでは、声を出しても、踊りだしても構

いません。一緒になってみんなで楽しめ

る空間づくりをめざして活動していま

す。続けることによって広まり、皆が｢障

がい｣を肌で感じることができます。お

互いがお互いを知ることにより、上手く

付き合って

いくために

はどうした

らいいかを

みんなが考

える機会に

なれば幸いだと思っています。 

ベンチマークぷらすは、障がい者を支

援するだけの施設ではなく、生きる楽し

みを見つける施設にしたいと考えてい

ます。今年から、本気で一般就労をめざ

す新しく強い｢ぷらす｣をお見せしたい

と思いますので、応援よろしくお願いし

ます。 

つながる・ひろがる 

人権とは、人間として生きる権利。決

して難しいことではなく、生きとし生け

る者全てに平等にあるはずの権利を、普

通に暮らせる環境を自然に持つことだ

と思います。 

己を知って相手を知れば、自然と仲良

くなれる。｢ぷらすライブ｣が人と人がつ

ながり、何かを共有する場であればなお

よし。｢つながる、ひろがる｣この二つの

言葉が、人間として生きていくには重要

なことだと思

います。これは、

障がい者、健常

者に関係なく

大切なことだ

と思います。 

皆さんは、しっかりつながりを持って

いますか？正直、私は障がい者になるま

で、つながりを大切にしたことはありま

せんでした。しかし、障がい者になって、

つながることの大切さを知りました。だ

から私は、障がい者も健常者も貧しい人

も富める人も皆がつながって普通に暮

らせる社会の構築をめざして頑張って

いきます。皆さんも障がいのある方とつ

ながってください。みんながつながって

ひろがった社会こそ私の望む社会です。 



日 曜 催し・講座など 日 曜 催し・講座など

1 水 子育てキャラバン10:00～ 15 水

2 木 16 木

3 金 経営相談10:00～ 17 金

4 土 18 土 茶道教室9:00～

5 日 19 日

6 月 20 月

7 火 着付教室19:30～ 21 火 着付教室１９:３０～

8 水 22 水 書を楽しむキラキラ教室16:00～

9 木 手芸教室13:30～習字教室19:30～ 23 木
手芸教室13:30～習字教室19:30～
フラワーアレンジメント教室19:３０～

10 金 24 金

11 土 建国記念の日 25 土 茶道教室9:00～

12 日 26 日

13 月 歌謡同好会13:30～ 27 月 歌謡同好会13:30～

14 火 28 火

催し物等に関するお問い合わせは総合隣保館（℡82－8388）まで。

【人権に関する記念日等】（２月） 
21日 国際母語デー 言語と文化の多様性、多言語

    の使用、あらゆる母語の尊重の推進を目的として、

    ユネスコが1999年に制定。

市民
しみん

が創
つく

る 

～私の心にひびいたあのシーン～

小学校４年生の 
頃だと思います。 
近所の銭湯で湯をかぶっていた時に、あ
やまって隣りの住職さんにかけてしまい
ました。すぐ謝罪の言葉が出ました。住
職さんは、私のあやまった態度がいいと
ホメて下さり、君の背中を洗ってやろう
といわれ、私の小さい背中を温かいタオ
          ルで洗って下さい
           ました。 

 私はこのことから後日、父と銭湯で 
一緒になった時に、思い切って父の背 
中を流しました。無言ではありました 
が、肩越しに父の嬉しそうな顔が見え 
ました。住職さんは、身をもって親孝 
行の楽しさを教えて下さったのです。
            榮一（87 歳） 

・
・・・・2016 年 11 月発行・・・ 
    三木市人権・同和教育協議会

募集 フラワーアレンジメント教室
「ひなまつり」 講師：田中真紀さん 

日 時：２月２３日(木) 午後７時 30 分～

会 場：三木市立総合隣保館 大会議室 

参加費：3,000 円   

持ち物：ちいさな花器、はさみ 

1月 13日、自由が丘東小学校で「とんど」が行
われました。全校児童とＰＴＡ、地域の方がつ
ながり、皆の健康と文字の上達も願いながら正
月飾りと書き初めを燃やしました。響く竹の音
に驚きながら、心も体も暖かくなりました。



 「子どもだから…」「女だから…」

「年寄りだから…」「障がいがあるか

ら…」、だから差別されてもいい？ 

 そんなことは誰も思わないでしょう。        

 しかし、現実には「…だから」と、無

視したり敬遠したりきらって避けたり

している状況があるのです。疎外された

状態が差別そのも

のです。 

 差別、つまり疎外

される人がいなく

なるよう、また人権

が大切にされるよう、条約や法律が生ま

れています。 

 子どもの権利条約、男女共同参画社会

基本法、高齢社会対策基本法、障害者差

別解消法、部落差別解消法などの法律が

生まれるのは、この疎外された状況をな

くすためなのです。本来法律によらずと

も、人と人がつながり、共に成長してい

くのがあたりまえです。まさに私たち一

人ひとりが、顔の見える関係でつながっ

ていくことが差別解消の一番の近道で

はないでしょうか。 

 人は、成長しようと学習し視野を広げ     

ようとします。その時一人ではない自分

がいます。仲間も指導者もいます。もし

疎外され周りから無視されたら、そんな

学びの機会を失うことになりません

か？それはとてもつらいことではない

でしょうか。 

 「差別は、人と人とのふれあいや出会

いを切ってしまいます。人間として高ま

ろうとすれば、様々な出会いが大切です。

もし、思い込みによって、その出会いを

自分から断っているとすれば何と愚か

なことでしょう。だから、差別をなくし

人権文化の豊かな地域社会を作ろうと

いうのは、差別されている人だけの問題

ではなくて、自分の問題、皆の問題であ

り、そんなに難しい問題ではないと思い

ます。」…ある方のお話を聞き、本当に

そうだと思いました。 

 人と人とがつながること、それはそん

なに難しいことではありません。春は卒

業や別れの季節ですが、入学や入社など、

人と人のつながりが広がる季節でもあ

ります。出会いを大切にし「お互いを尊

敬し、協力してくらす」そんな家庭・会

社・地域であってほしいものです。 

[発行・編集] 平成 29年 3月 1日発行
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お問い合わせ

「お互いを尊敬し、協力してくらす」
そんな地域に 

三木市人権・同和教育協議会 （お問い合わせは隣保館へ）

  三同教フィールドワーク 
日時：平成 29年 3月 18 日(土)9:00～16:30 
内容：神戸市生田川地区内、えんぴつの家、賀 
   川記念館へ「障がいのある人もない人も 
   共に働き、共に生きることは楽しい！」 
参加費：1,300 円当日徴収(昼食代、保険代) 

三木市立総合隣保館    （お問い合わせは隣保館へ）

  隣保館フィールドワーク 
日時：平成 29年 3月 25 日(土)10:00～12:00 
内容：志染町内へ「地域の歴史、生活環境改善 
   の取組について、現地を歩きながら地域 
   の方から学びます」 
参加費：100 円当日徴収(保険代)



【私の心にひびいたあのシーン】・・・雨の登校中、道の真ん中で、自転車でころんでしまったとき、通りすがりの人が 

「大丈夫？」と声をかけて、荷物をかごに入れ直したり、自転車をおこすのを手伝ってくださったとき。

人権の小窓 

歩（あゆみ）とは 

 平成24年に開設した「歩」は、「たっ

た一人のあなたを救う」を活動の理念と

して、一人ひとりが、経済的に自立し自

分らしく人生を歩むことができるよう

個別支援に取り組む活動をしています。 

 活動の柱として、①よろず福祉相談

（医療、法律以外）、②子育ての悩みを

お受けする「子育て支援」、③学力や生

きる力の向上を目的とした「学習支援」

を行っています。また、気がねなく子育

ての悩みや情報交換ができる井戸端会

議の場として、月一回「リラクゼーショ

ンサロン」を開いています。 

居場所としてのボランティア活動 

 このサロンは、お母さんたちのボラン

ティア活動で運営しています。目的の一

つ目は、お母さんたちが気楽に集まり、

心をリフレッシュして日々の生活や子

どもとの関わりに「安心感を持つ」こと。

二つ目は、ボランティア活動を通して、

楽しさや充実感を味わい、サロンが「自

分の居場所」となることです。 

 ボランティア活動は、大人だけでなく、

子どもたちにも求めています。一つ目は、

新聞の切り

抜きなど情

報を整理し

て「資料作

り」をする

ことで、相

談活動をす 

るうえでの大切な情報源となっていま

す。二つ目は、キッズスタッフとして、

いくつかの団体のイベントで「販売のお

手伝い」をすること。三つ目は、大人と

一緒に「夜回り活動」をすることです。

子どもたちにも、ボランティア活動を通

して、人の役に立てるという思いや、共

通の目的に向かって共に活動し達成す

る喜びを感じてもらい、自分の存在を大

切に思えるように支援しています。 

あなたを救う居場所を作るために 

 私は、児童養護施設に勤務した経験か 

ら、子どもたちの力だけでは、社会の中

で生きる幸せを感じることがいかに難

しいかという現実を学びました。 

 養護施設では、2歳から18歳までの子

どもたちの生活とその成長を見守って

いました。入所に至る理由は虐待が圧倒

的に多く、すべて大人の事情によって子

どもたちが家族から引き離される現状

でした。「私ら親に捨てられたから意味

ないねん」と自分の存在を否定する子ど

もの言葉が忘れられません。みんな平等

に生きる権利がある中で、職員として人

間として感じさせたくない感情だった

のです。どんな事情があったとしても、

家族との別れが子どもに自分の存在感

まで否定させ、心から人を信じることも

難しくさせていることを痛感しました。 

 周りの大人が、責任感と正しい人権感

覚で個性を尊重したかかわりを持つこ

とができれば、子どもたちは安心し自分

（176）
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「たった一人のあなたを救う」

～生きる幸せをつたえるために～

特定非営利活動法人

自立生活支援センタ－ 

歩 代表理事

  天満 美穂 



たとえ自分と全く関係のないことでも、気にかけて、助けてくれる優しさに心をうたれ、自分もそんな人になりたいと思っ

た。  N.Y.(13 歳) まあるいココロ あったかメッセージより 

の可能性を信じて努力する力を発揮し、

生きることを幸せに感じてくれるので

はないでしょうか。そういう思いでこの

「歩」を立ち上げました。 

安心につながる支援を 

 私たちに寄せられる相談の多くは、子

どもに関することです。 

 保育園で名前を呼ばれた時に挨拶が

出来ず沈黙してしまう子に、「どうし

て？」と問いただしどんどん殻に閉じこ

めてしまった母の相談。「いじめのこと

で学校に相談に行きたいけれど、感情的

になってしまいそうで…。先生に伝えた

いことを迷わずお話するにはどうした

らいいでし

ょうか…」な

ど、お聞きし

ていて心が

苦しいです。 

 前者の相

談では、子ど

もさんの安心感が高まるよう、親子でボ

ランティア活動に参加していただきま

した。イベントでお客さんに「いらっし

ゃいませ」「ありがとうございました」

と、いっしょに声かけをする経験が親子

の気持ちをほぐしていけたように思い

ます。後者の場合は、いじめを心配され

る母の胸の内をじっくりとお聞きして、

気持ちを整理していただいてから先生

との面談に行っていただくなど、安心に

つながる支援を心がけました。 

 ある時、引きこもりの息子さんを心配

する 80 代のお母さんの相談をお受けし

ました。どうすれば息子が生きることの

責任を果たそうと行動してくれるのか

…、兄夫婦や周りの人に迷惑をかけず生

きてくれるのか…、自分自身がいつどう 

なるかわからない中、息子の未来を案じ

相談に来られたのです。

様々な事情を経て今が

ある 50 代の息子さん

の考えや生活、行動を

変えてもらうには、時

間がかかることでしょう。何より、お母

さんの気持ちに寄り添い、心の安定を願

いながらお話をお聞きしました。

 そして、息子さんに相談してきたこと

を伝えていただくとともに、いつでも息

子さんから相談していただけるように

仏壇に名刺と活動内容を記したリ－フ

レットを置いてもらうことにしました。

また、お母さんのお気持ちを別の機会に

息子さんにお伝えすることを約束しま

した。後日、「安心して時間を過ごすこ

とが出来そうです」とお母さんからハガ

キをいただききました。 

生きる幸せをつたえるために

 心から支えてくれる人、そっと背中を

おしてくれる人、自分を正しく理解して

くれる人、寄り添ってくれる人に出会い、 

生きる幸せが実感できる人は素晴らし

いと思います。その出会いが、家族であ

ろうと身近な人であろうと地域の方で

あろうと、大人にも子どもにも必要だと

思います。誰もが、幸せを実感できるよ

う、“人の縁”を大切にしたいのです。 

 「歩」は、自分らしく生きることがで

きるよう、生きる幸せをお伝えできるよ

う、精一杯この活動を続けます。 

「歩」主催で人権講演会を開催します。
     どうぞお越しください

日時 ３月２５日（土）１３時３０分～ 

場所 青山公民館     参加費：無料 

講師 玄秀盛さん 

  （公益社団法人｢日本駆け込み寺｣代表） 

演題 「何があっても生きる」新宿歌舞伎町で 

   ３万人以上の悩み相談に応じられた実践か 

   ら、生きること・命について考えます。



日 曜 催し・講座など 日 曜 催し・講座など

1 水 子育てキャラバン10:00～ 16 木

2 木 17 金 経営相談10:00～

3 金 18 土 三同教フィールドワーク 9:00～

4 土 19 日

5 日 20 月 春分の日

6 月 歌謡同好会13:30～ 21 火 経営相談10:00～着付教室19:30～

7 火 着付教室19:30～ 22 水 書を楽しむキラキラ書道16:00～

8 水 23 木 手芸教室13:30～習字教室19:30～

9 木 手芸教室13:30～習字教室19:30～ 24 金
経営相談10:00～
教養文化講座閉開講式13:15～

10 金 25 土
隣保館フィールドワーク 10:00～
茶道教室９ :３０～

11 土
書を楽しむキラキラ書道13:00～
茶道教室９:３０～

26 日

12 日 27 月 歌謡同好会13:30～

13 月 28 火 経営相談10:00～
14 火 29 水

15 水 30 木

31 金

図書貸し出し等に関するお問い合わせは総合隣保館（℡82－8388）

【人権に関する記念日等】（３月）
３日：全国水平社創立記念日 1922(大正11)年3月3 
   日、京都・岡崎公会堂で、部落差別からの解放を自 
   らの手で勝ち取ろうと全国水平社が結成された。
  ：耳の日 1954(昭和29)年、耳に関心を持ち、耳を 
   大切にするために、また、耳の不自由な人々に対す 
   る社会的な関心を盛り上げるために制定。 
８日：国際女性の日 1904(明治37)年3月8日にアメリ 
   カで、女性労働者が女性参政権を要求してデモを起 
   こした。1910(明治43年)年に「女性の政治的自由と 
   平等のためにたたかう」記念日とするよう提唱した 
   ことがきっかけ。 
21日：国際人種差別撤廃デー 1960(昭和35年)年3月 
   21日、南アフリカで、人種隔離政策（アパルトヘイ 
   ト）に反対するデモ行進に対して警官隊が発砲し69 
   人が死亡。国連が人種差別に取り組む契機となった。
   1966年の国連総会で制定。 
【自殺対策強化月間】 2010(平成22)年の自殺総合対策
   会議において、「いのちを守る自殺対策緊急プラン」 
   を決定し、月別自殺者数の最も多い3月を「自殺対 
   策強化月間」と定めた。

市民
しみん

が創
つく

る 

～私の心にひびいたあのシーン～

  お姉ちゃんとけんかしたとき 
「ごめん」と書いた紙飛行機が 
 飛んできた。 

   すぐに、なかなおりできたし、
 いいにくい時は文章にしてもい  
 いとわかった。    純成(10 歳）

・・・・・2016 年 11 月発行・・・ 
    三木市人権・同和教育協議会

新着図書の紹介
①グラジオラス 小西恒子:著

②「みんなの学校」が教えて

 くれたこと  木村泰子:著

③路地裏の人権 田中正人:著

④命をくれたキス「車椅子の花嫁」 

 愛と自立の 16年 鈴木ひとみ:著
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